


 



はじめに 

 

岡山県議会は、令和７年１２月１５日に、県、県教育委員会及び

県選挙管理委員会とともに「令和７年度岡山県高校生議会」を開催

しました。 

 当日は、県内各地から１８校７０人の高校生が参加するととも

に、インターネットを通して県内の多くの高校生が論戦の様子を

視聴しました。 

防災・減災対策、害獣被害対策のほか、用水路の安全対策や自転

車の交通安全、不登校対策など、県政全般にわたる質問に県議会各

常任委員会の委員長が答弁しました。いただいた意見や提言は、県

議会としてしっかり受け止め、よりよい県政につなげてまいりた

いと考えております。 

 この報告書は「岡山県高校生議会」の内容を多くの方々に知って

いただけるよう、高校生議会の概要や当日の写真、高校生議員への

アンケート結果などを掲載しております。 

 県政や県議会への理解と関心を高めるきっかけにしていただけ

れば幸いに存じます。 

 

 

 令和８年３月 

 

 

 

岡山県議会議長 遠 藤  康 洋 
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岡山県高校生議会 開催概要 

 

 １ 実施目的 

   次代を担う高校生に、県政や県議会への理解と関心を高めてもらうとともに、様々

な意見を今後の県議会での議論の参考とする。 

 
 ２ 主催 

   岡山県議会、岡山県、岡山県教育委員会、岡山県選挙管理委員会 

 
 ３ 開催日時  

   令和７年 12 月 15 日（月）10:00～15:28 

 
 ４ 開催場所 

   岡山県議会本会議場 

 
 ５ 参加校及び参加高校生数 

   18 校（公立学校 13 校、私立学校５校）、70 人（当日欠席８人を除く） 

   ２グループ入替え制とし、高校生議員は議席と傍聴席に座り、10 人の高校生議長

がそれぞれ議事運営を行った。 

 
 ６ 参加議員及び執行部参加者 

   議長、副議長、常任委員会委員長・副委員長、特別委員会委員長・副委員長、 

 知事、教育長、教育委員、警察本部長、選挙管理委員会委員長 

 
 ７ 質問及び答弁 

   各校の質問時間は、再質問を含め５分以内とし、答弁は各常任委員会委員長が行

った｡ 

 
 ８ 開催までの経緯 

・９月１日  募集要項の発表 

～９月18日 参加生徒の募集 

・９月26日   参加校決定の発表 

・10月１日  参加校説明会の開催（オンライン開催） 

・12月10日  内容決定の発表 

 
 ９ 広報 

   議会ホームページでの生中継・録画配信及び庁内テレビ放送を実施した。 

   学校を通じ、県内の高校生に視聴を呼びかけた。 

   岡山県ケーブルテレビ振興協議会による録画放送を実施した。 

 
10 報道 

    テレビや新聞で取り上げられた。 
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議 事 日 程 

(令和７年12月15日)  

 

10:00 開会 

  開会挨拶 

    岡山県議会議長    遠 藤  康 洋 

岡山県知事     伊原木  隆 太 

岡山県教育委員会教育長   中 村  正 芳 

岡山県警察本部長    工 藤  陽 代 

岡山県選挙管理委員会委員長  大 林  裕 一 

  参加者の紹介 

高校生議長の指名 

 各校の質問及び委員長答弁（第１部） 

県立鴨方高等学校 

県立倉敷南高等学校 

県立和気閑谷高等学校 

県立倉敷青陵高等学校 

創志学園高等学校 

専修学校自由高等学院 

県立玉野高等学校 

県立津山東高等学校 

11:45 休憩 

13:30 各校の質問及び委員長答弁（第２部） 

県立倉敷古城池高等学校 

県立岡山東商業高等学校 

県立高梁高等学校 

中国デザイン専門学校 

県立井原高等学校 

岡山市立岡山後楽館高等学校 

金光学園高等学校 

県立林野高等学校 

岡山理科大学附属高等学校 

県立岡山芳泉高等学校 

 閉会挨拶 

    岡山県議会副議長    小 林  義 明 

15:28 閉会 
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参加校及び質問項目      
第 １ 部   

    
質問 
順位 

質問高校 質 問  項  目  答弁を求める者 

１ 
県 立 鴨 方 
高 等 学 校 

１ 用水路の安全対策について 土 木 委 員 長 

２ 
県 立 倉 敷 南 
高 等 学 校 

１ 南海トラフ地震に対する防災・減災対策について 総 務 委 員 長 

３ 
県立和気閑谷 
高 等 学 校 

１ 介護人材の確保について 

２ 介護資源の地域格差の現状等について 

３ 介護者の孤立防止対策等について 

環境文化保健 
子 ど も 福 祉 
委 員 長 

４ 
県立倉敷青陵 
高 等 学 校 

１ 自転車の交通安全について 

２ 観光地における交通規制等について 

産業労働警察 
委 員 長 

５ 
創 志 学 園 
高 等 学 校 

１ 岡山発オリジナル品種の開発等米の気候変動対策について 

２ 水田農業の担い手確保策について 

農 林 水 産 
委 員 長 

６ 
専 修 学 校 
自由高等学院 

１ 不登校対策のメタバース活用について 文 教 委 員 長 

７ 
県 立 玉 野 
高 等 学 校 

１ 過疎地域の対策について 

２ 外国人との共生について 
総 務 委 員 長 

８ 
県 立 津 山 東 
高 等 学 校 

１ 野焼きによる大気汚染と岡山県の課題について 
環境文化保健 
子 ど も 福 祉 
委 員 長 

    
第 ２ 部   

    
質問 
順位 

質問高校 質 問  項  目  答弁を求める者 

９ 
県立倉敷古城池 
高 等 学 校 

１ 県内での雇用の創出を促す取組について 
産業労働警察 
委 員 長 

１０ 
県立岡山東商業 
高 等 学 校 

１ 岡山県産桃のＰＲ・販路拡大について 
農 林 水 産 
委 員 長 

１１ 
県 立 高 梁 
高 等 学 校 

１ 道路整備について 

 （１）道路整備について 

 （２）落石防止対策について 

 （３）地域間の対応差について 

土 木 委 員 長 

１２ 
中国デザイン 
専 門 学 校 

１ デジタルやネット文化と体を動かす活動をつなげる施策等について 

 （１）現在の実施・検討状況 

 （２）児童生徒が主体的に参加できる新しい体力づくりについて 

環境文化保健 
子 ど も 福 祉 
委 員 長 

文 教 委 員 長 

１３ 
県 立 井 原 
高 等 学 校 

１ 選挙の投票率の向上について 総 務 委 員 長 

１４ 
岡山市立岡山後楽館 
高 等 学 校 

１ 災害時における障害のある方への避難支援について 

２ 災害時サポートブックの活用促進に向けた取組について 

総 務 委 員 長 

環境文化保健 
子 ど も 福 祉 
委 員 長 

１５ 
金 光 学 園 
高 等 学 校 

１ 「岡山ルール」の根絶と交通事故防止の取組について 

２ ラウンドアバウトの通行ルールの周知徹底について 

３ ＳＮＳを使った闇バイト、特殊詐欺の対策について 
産業労働警察 
委 員 長 

１６ 
県 立 林 野 
高 等 学 校 

１ 害獣被害対策について 

２ ジビエの利活用及び狩猟者への支援等について 

農 林 水 産 
委 員 長 

１７ 
岡山理科大学附属 
高 等 学 校 

１ 通学路の整備について 土 木 委 員 長 

１８ 
県立岡山芳泉 
高 等 学 校 

１ ＳＮＳやインターネットの利用について 

２ ＩＣＴを用いた深い学びについて 
文 教 委 員 長 
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参加岡山県議会議員 

 

議議  長長  遠 藤  康 洋 

副副議議長長  小 林  義 明 

 

委委員員長長・・副副委委員員長長  

総務委員会 委員長       河 野  慶 治 

総務委員会 副委員長       大 塚   愛 

環境文化保健子ども福祉委員会 委員長    松 島  幸 一 

（子ども応援・教育推進特別委員会 副委員長） 

産業労働警察委員会 委員長      大 橋  和 明 

農林水産委員会 委員長       清 水   薫 

土木委員会 委員長       小 倉   博 

土木委員会 副委員長       坂 本  亮 平 

（決算特別委員会 副委員長） 

文教委員会 委員長       乙 倉  賢 一 

文教委員会 副委員長       井 出  妙 子 

決算特別委員会 委員長       髙 橋   徹 

総合計画・行財政改革特別委員会 委員長    天 野  英 雄 

（農林水産委員会 副委員長） 

総合計画・行財政改革特別委員会 副委員長    角 屋   忍 

地域振興特別委員会 委員長      正 木  美 恵 

（環境文化保健子ども福祉委員会 副委員長） 

地域振興特別委員会 副委員長      渡 邉  直 子 

防災・環境対策・スポーツ振興特別委員会 委員長   本 山  紘 司 

防災・環境対策・スポーツ振興特別委員会 副委員長   佐 古  一 太 

子ども応援・教育推進特別委員会 委員長    福 田   司 

（産業労働警察委員会 副委員長） 



−6−

アンケート結果（高校生議会を終えて） 

 

１ 参加したことについて 

多くの生徒が、高校生議会への参加を「とても良かった」と回答しており、普段経験

できない貴重な機会になったという感想が多数寄せられた。その理由としては、県政や

県議会への関心が深まったこと、他校の生徒の質問や意見から多様な視点や課題を知

ることができたことに加え、将来の進路や社会との関わりについて考えるきっかけと

なったことなどが挙げられていた。 

 

 

 

 

 

【主な感想】 

・実際に県議会の場で、議員としての疑似体験ができたことが貴重な体験で良い思い出

になったと感じた。また、普段触れることの少ない、県の社会問題への対策を知ること

ができ、県への関心がとても高まった。 

・様々な意見を聞くことができ、視野が広がった。 

・県のさまざまな課題について、他校の質問と答弁の様子から知ることができ、非常に

良い機会となった。 

 

２ 県政や県議会への関心や理解について 

多くの生徒が、高校生議会への参加を通じて、県政や議会に対する新たな関心や深い

学びを得たとの回答であった。その理由として、普段触れることのない分野を体験し、

有意義な時間であったという感想が多数挙げられていた。また、県議会議員の活動や議

場の雰囲気を肌で感じ、地域社会への理解を深めたという生徒もいた。 

 

 

 

 

 

とても良かった72.4% 良かった 25.9%

どちらでもない 1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※「良くなかった」「あまり良くなかった」は 0％ 

とても深まった50.0% 深まった 43.1%

どちらでもない 6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※「深まらなかった」「あまり深まらなかった」は 0％ 

(n=59) 

(n=59) 
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【主な感想】 

・普段はあまり政治について触れることがないが、改めて触れると色々な気づきがあり、

得るものが大きかった。 

・実際に議会の様子を経験することで、その場所の雰囲気や、答弁の流れを知り、より県

議会についての知見を深めることができたと感じた。 

・議員の方々が岡山県をよりよくするために、色々なことを考えていることが伝わった。 

 

３ 高校生議会の参加を通じて高まったと感じた資質・能力について 

（複数回答可） 

 

 

４ 高校生議会に関する全体的な感想（抜粋） 

・県の取組をより深く知ることができた上に、政治や議会への関心が高まるとても有意

義な時間でした！また、自分たちの意見を議会に直接発表するという機会は、これか

らないと思うので、今日の経験を生かして、岡山県を支えられる人になりたいと思い

ました！新しい目標ができたような気がします！！ 

・一つ一つの高校がそれぞれの地域の問題を深く知る機会になったのではないかと感じ

ました。そして、それをどう生かすかの知識の向上にもつながる、ためになる良い機会

になったと思いました。 

・高校生議会に初めて参加し、高校生が抱える県の課題について具体的に知ることがで

きました。また、県の取組についても詳しく知ることができ、さまざまな情報を得るこ

とができました。 

・高校生の意見に耳を傾けてもらい、主張ができてよかったです。

同じ高校生の様々な意見も聞くことができ、よい学びを得るこ

とができました。 

・県が行っている政策などを知ることができ、今回、自分たちが

質問したこと以外にも興味を持つことができました。そして、

政策や選挙に関心を持つこともできました。 

25 人

27 人

25 人

31 人
現実社会の諸課題を見出し、協働的に追究し解決

（合意形成・意思決定）する力

論理的思考力

（とりわけ根拠をもって主張し他者を説得する力）

公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度

現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し、

公正に判断する力

©岡山県「ももっち」 
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　第１部

県立 鴨方 高等学校 県立 倉敷南 高等学校

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

1 上山 愛叶 2 質 問 6 山本 泰暉 2 議長・質問

2 二宮 果穂 2 質 問 7 甲 本 巧 2 質 問

3 初山 結愛 2 質 問 8 重田 朋来 2 質 問

4 藤井 空杜 2 質 問

5 藤原 晴斗 2 質 問

県立 和気閑谷 高等学校 県立 倉敷青陵 高等学校

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

9 青江 真瑚 2 議長・質問 14 山下 智也 2 （欠 席）

10 武田 優伸 2 質 問 15 荒木 愛斗 2 議長・質問

11 中島 綾埜 2 （欠 席） 16 妹尾 姫佳 2 質 問

12 松田 詩音 2 質 問 17 山田 蒼之 2 質 問

13 市村 幸也 1 （欠 席） 18 吉本 千花 2 （欠 席）

創志学園 高等学校 専修学校 自由高等学院

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

19 神﨑 康成 2 議長・質問 24 嘉数 実想 3 質 問

20 沢田 桃佳 2 質 問 25 前 田 凌 3 質 問

21 陣内 咲姫 2 質 問 26 小澤 いと 2 質 問

22 難波 采杏 2 質 問 27 𠮷𠮷 田　由 奈 2 質 問

23 藤田 隼翔 2 質 問 28 森 彩 花 1 質 問

県立 玉野 高等学校 県立 津山東 高等学校

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

29 寺嶋 海惺 1 議長・質問 34 川上 茄那 2 質 問

30 淺野 公佑 1 質 問 35 福井 心絆 2 （欠 席）

31 石田 あや 1 質 問 36 三谷 弦太朗 2 （欠 席）

32 垣村 侑飛 1 質 問 37 村 瀬 唯 2 （欠 席）

33 西藤 緋里 1 質 問 38 吉間 胡春 2 質 問

 高校生議員名簿
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　第２部

県立 倉敷古城池 高等学校 県立 岡山東商業 高等学校

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

1 塩谷 彗悟 2 議長・質問 6 橋 本 愛 3 議長・質問

2 大山 颯太郎 2 質 問 7 城守 由聖 3 質 問

3 佐 藤 漣 2 質 問 8 東原 望愛 3 質 問

4 林 飛 来 2 質 問

5 八木 大輝 2 質 問

県立 高梁 高等学校 中国デザイン 専門学校

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

9 田口 陽菜 2 議長・質問 12 相野 梨音 2 質 問

10 坂本 颯太 1 質 問 13 溝渕 さくら 2 （欠 席）

11 道下 結月 1 質 問

県立 井原 高等学校 岡山市立 岡山後楽館 高等学校

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

14 井上 貴仁 2 議長・質問 18 浮田 紗和 2 質 問

15 大榎 日陽 2 質 問 19 大川 乃楓 2 質 問

16 木山 尭明 2 質 問 20 佐藤 真心 2 質 問

17 武藤 嘉伸 2 質 問 21 清水 心愛 2 質 問

22 森 祐 太 2 質 問

金光学園 高等学校 県立 林野 高等学校

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

23 淺野 優斗 2 議長・質問 28 津田 晴哉 2 質 問

24 石井 遥菜 2 質 問 29 中田 悠利 2 質 問

25 亀山 実和 2 質 問 30 平 尾 暁 2 質 問

26 橘 髙 純 1 質 問 31 山本 海人 2 質 問

27 和田 悠里 1 質 問

岡山理科大学附属 高等学校 県立 岡山芳泉 高等学校

席番号 参加生徒名 学年 備　考 席番号 参加生徒名 学年 備　考

32 奥田 千愛 2 質 問 37 岸本 瑞希 2 質 問

33 木村 瑠々花 2 質 問 38 髙田 咲和 2 質 問

34 田中 巧也 2 質 問 39 谷本 美咲 2 質 問

35 船岡 俊玖 2 質 問 40 比嘉 愛莉 2 質 問

36 前 田 蘭 2 質 問

 高校生議員名簿
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会 議 録 

 

令和７年度 岡山県高校生議会の動画を配信中！ 

下記ＵＲＬまたは二次元コードよりご覧ください。 

(https://www.pref.okayama.jp/site/513/992305.html) 
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◎ 令和７年１２月岡山県高校生議会会議録 

      ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時開会 

議長（遠藤康洋君）  おはようございます。皆

様、御起立願います。礼。御着席ください。 

 岡山県議会議長の遠藤康洋でございます。 

 

令和７年度岡山県高校生議会の開会に当たり、

御挨拶を申し上げます。 

 本日は、勉強や部活動でお忙しい中、70名の高

校生の皆さんにお集まりいただいております。県

議会を代表し、感謝申し上げますとともに、心か

ら歓迎いたします。 

 この高校生議会は、若い世代の皆さんに、地方

議会の役割や県政への関心、理解を深めてもらう

大切な機会だと考えております。岡山県の将来を

担う皆さんが、自由な発想で活発な議論を行って

ほしいと思います。 

 県議会といたしましても、皆さんの意見やアイ

デアをしっかりと受け止め、よりよい県政につな

げてまいります。 

 本日の高校生議会では、先生方の御指導の下、

皆さんで練り上げた様々な質問が用意されている

と伺っております。 

 大勢の前で話すことは緊張するとは思いますが、

自信を持って臨んでください。また、自分の学校

だけでなく、他校の生徒の意見にも耳を傾けてく

ださい。きっと新しい発見があると思います。 

 そして、この議場で得た経験や発見をぜひ皆さ

んの学校の多くの在校生と分かち合ってください。

皆さんが語る熱い思いが、よりよい社会をつくる

ため、自分たちには何ができるか、仲間と一緒に

考えるきっかけとなることと信じています。 

 最後に、一人でも多くの若い世代の皆さんが積

極的に政治に関心を持ち、岡山県の発展を支えて

いただけますよう心からお願い申し上げ、開会の

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 続きまして、伊原木隆太岡山県知事から御挨拶

をいただきます。伊原木隆太君。 

〔 知事 伊原木隆太君 登壇 〕 

知事（伊原木隆太君）  高校生議員の皆さん、

おはようございます。岡山県知事の伊原木隆太で

す。 

 

 岡山県高校生議会にこのように多くの高校生の

皆さんにお集まりいただき、大変うれしく思って

います。 

 本日は、この場で皆さんからどのような質問が

出るのか、とても楽しみにしております。ぜひ、

県民の代表である県議会議員の皆さんに負けない

よう、熱い議論を交わしてください。 

 さて、県では、今年４月から「第４次晴れの国

おかやま生き活きプラン」をスタートさせました。

プランでは、本格的な人口減少社会の到来により、

社会が大きく変化しようとしている状況を踏まえ、

「少子化対策」を新たな柱に加え、若い世代の出

会い、結婚の希望がかなう環境づくりを推進する

とともに、若者の還流と定着に向け、これまで以

上に取り組むこととしております。 

 こうした状況において、全ての県民が明るい笑

顔で暮らす「生き活き岡山」の実現を目指すため

には、皆さんのような未来を切り開く若い世代の

力が極めて重要です。 

 皆さんには、私たちの岡山を豊かで、これから

も住み続けたいふるさとにするために、一層、社
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会に目を向け、地域への理解や愛着を深めていた

だき、同時に、直面する様々な課題をどうすれば

克服できるのか、という問題意識を常に持ち続け

ていただきたいと思います。 

 最後に、本日の高校生議会を通じて、皆さんが

主権者としての意識や県政への関心をより一層高

めていただくとともに、将来、この岡山で活躍さ

れることを祈念いたしまして御挨拶といたします。 

議長（遠藤康洋君）  続きまして、中村教育長

から御挨拶をいただきます。中村正芳君。 

〔 教育長 中村正芳君 登壇 〕 

教育長（中村正芳君）  皆さん、おはようござ

います。教育長の中村です。 

 

 岡山県高校生議会の開催に当たり、御挨拶申し

上げます。 

 本日は、18の学校から多くの皆さんに参加して

もらえたことを大変うれしく思います。 

 この岡山県高校生議会は、高校生の皆さんに県

政や県議会への関心を高めてもらうとともに、自

分の周りで起こっていることの中から課題や疑問

に思っていることを自分の言葉で質問し、答弁を

得ることを通して、より深く考え、理解し、これ

からの時代を担う主権者としてしっかりとした自

分の考えを持ってもらうことを狙いとして開催し

ています。 

 前回の高校生議会に参加した生徒の皆さんから

は、岡山県の政策や選挙に関心を持つことができ

た、自分の視野が広がり、多くの視点から判断す

る力が高まったと思うなどの声を聞いています。 

 質問する皆さんは少し緊張するかもしれません

が、落ち着いて、準備してきたことをしっかり出

せるよう頑張ってほしいと思います。 

 そして、皆さんにとって、質問のための事前の

準備や本日の経験が、よりよい社会づくりに参加

する態度を養う貴重なものになることを期待して、

私からの御挨拶といたします。 

 それでは、皆さん、頑張ってください。 

議長（遠藤康洋君）  続きまして、工藤警察本

部長から御挨拶をいただきます。工藤陽代君。 

〔 警察本部長 工藤陽代君 登壇 〕 

警察本部長（工藤陽代君）  おはようございま

す。警察本部長の工藤でございます。 

 

 本日は、このように多くの参加者を得て高校生

議会が開催され、そこで御挨拶の機会を得たこと

を大変喜ばしく思います。 

 せっかくの機会ですので、私からは、皆さんに

も大変身近な自転車にまつわるお話を２つさせて

いただきたいと思います。 

 １つ目は、自転車盗対策についてです。 

 県内の刑法犯認知件数は、本年10月末で約

8,600件です。このうち約３割の約2,500件が、自

転車盗となっています。さらに、この自転車盗の

被害のうち約８割において鍵がかけられていませ

んでした。 

 県警察では、様々な機会を通じて、皆さんに自

転車への鍵かけを呼びかけています。皆さんも、

大切な自転車を守るため、そして地域の犯罪を一

件でも減らすため、自転車への鍵かけ、できれば

二重ロックを心がけていただきたいと思います。 

 ２つ目は、自転車を利用する際のヘルメット着

用についてです。 

 県内の自転車が関係する人身事故は、毎年

1,000件前後発生していますけれども、これらの

事故による死傷者数は、年代別、学識別で見ると、

高校生が最多となっています。 

 令和６年中は、191人の高校生が、自転車事故
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により、重傷を含む負傷者となっています。 

 本年７月には、県内の17歳と16歳の高校生が立

て続けに自転車乗車中に交通事故に遭い、頭部を

損傷して重体となっています。 

 県内の過去10年間の統計データによりますと、

自転車事故により亡くなられた方の約５割が、頭、

顔または首に損傷を負われており、ヘルメットが

非着用の場合の致死率は約2.2倍となっています。 

 未来のある皆さんには、自らの命と安全を守る

ため、自転車に乗る際には必ずヘルメットを着用

していただきますようお願いします。 

 県警察は、安全・安心の岡山の実現を目指し、

日々業務に取り組んでいます。 

 皆さんには、地域社会の一員として、その安

全・安心を守るために、自分たちが何ができるか

ということにも関心を持っていただきたいと思い

ます。そして、どのような形でも構いませんので、

御協力いただけるようお願いして、私からの御挨

拶といたします。 

議長（遠藤康洋君）  続きまして、大林選挙管

理委員会委員長から御挨拶をいただきます。大林

裕一君。 

〔 選挙管理委員会委員長 大林裕一君 登壇 〕 

選挙管理委員会委員長（大林裕一君）  皆さん、

こんにちは。岡山県選挙管理委員会委員長の大林

でございます。 

 

 本日は、このように多くの高校生の皆さんが県

政や県議会への関心を持って集まっていただき、

大変うれしく思っております。 

 御存じのとおり、我が国の政治は間接民主主義

の原則に基づいて行われます。そして、主権者で

ある国民が政治に参加する最も重要かつ基本的な

機会が選挙であり、それを管理している組織が

我々選挙管理委員会であります。 

 選挙権年齢が18歳に引き下げられまして、高校

生が有権者となる時代が来ております。誰かに任

せるのではなく、国民や住民の代表者を選ぶ選挙

を通じて、自分が暮らす地域の在り方や様々な課

題について調べ、自分なりに判断し、そして政治

に積極的に参加していくことは、有権者としての

責務であるとも言われております。 

 こうした中、本日の高校生議会に参加されたこ

とは、課題を多角的、多面的に考え、自分なりの

考えをつくっていく力、そして自分の考えを主張

し、説得する力を身につけていただくために大変

有意義であると存じておりますので、この機会に

皆さんの意見をしっかりと主張していただきたい

と思います。 

 最後になりますが、この高校生議会に参加され

た経験を生かして、ますます政治や選挙への関心

を高めていただき、選挙の際には積極的に投票に

参加していただくことを心から願いまして、私の

挨拶といたします。今日はよろしくお願いします。 

議長（遠藤康洋君）  次に、本日、参加いただ

きました高校生議員は、18校、70名でございます。 

 高校生議員の皆様の御紹介ですが、プログラム

の名簿をもって代えさせていただきます。 

 なお、本日御出席の岡山県議会議員の御紹介に

つきましても、プログラムの名簿をもって代えさ

せていただきます。 

 次に、岡山県高校生議会の議長につきまして、

第１グループは、倉敷古城池高等学校、塩谷彗悟

議員、岡山東商業高等学校、橋本愛議員、井原高

等学校、井上貴仁議員、金光学園高等学校、淺野

優斗議員、高梁高等学校、田口陽菜議員、そして

第２グループは、倉敷南高等学校、山本泰暉議員、

創志学園高等学校、神﨑康成議員、和気閑谷高等

学校、青江真瑚議員、玉野高等学校、寺嶋海惺議

員、倉敷青陵高等学校、荒木愛斗議員に、それぞ

れ務めていただきます。 

 ここで、伊原木知事及び工藤警察本部長は、退

席いたします。 

 それでは、塩谷議長、議事の進行をよろしくお

願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 
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各校の質問及び委員長答弁（第１部） 

高校生議長（塩谷彗悟君）  これより岡山県高

校生議会を開きます。 

 次第により、県政に対する質問を行います。質

問時間は、再質問も含め５分以内と定めます。 

 

 議席番号順に従い、鴨方高等学校、上山愛叶議

員、二宮果穂議員、初山結愛議員、藤井空杜議員、

藤原晴斗議員に発言を許します。 

〔 １番 上山愛叶君、２番 二宮果穂君、 

  ３番 初山結愛君、４番 藤井空杜君、 

  ５番 藤原晴斗君 登壇 〕 

４番（藤井空杜君）  岡山県立鴨方高等学校、

藤井空杜。 

 私たちは、岡山県内の用水路の安全対策につい

て質問します。 

 

 岡山県には、たくさんの用水路があります。農

業や生活に欠かせない大切な施設ですが、転落事

故が度々起きています。 

 令和２年に県が策定した用水路等転落事故対策

ガイドラインによると、平成25年から平成28年の

４年間で、用水路などへの転落事故による消防の

出動件数が1,562件あり、死亡者が108人でした。

65歳以上の高齢者が半分以上を占めているものの、

大人や子供の転落事故も数多く発生しており、特

定の年代に限らず、リスクが高いことが分かりま

す。 

 最近でも、令和６年５月に、岡山市で、柵のな

い橋から落ちた幼い子供が亡くなるという痛まし

い事故が発生してしまいました。 

 私たちの高校がある浅口市でも、道路のすぐ横

に深い用水路があるのに、柵がなく、日が暮れて

暗くなると特に危ないと感じます。実際に、今年

度も、本校の生徒が登校時に転落する事故があり

ました。 

 さらに、最近では、集中的な豪雨が発生、頻発

しており、用水路の水位が上がって道路との境目

が見えなくなります。もし足を滑らせたらと思う

と、怖く感じます。 

２番（二宮果穂君）  岡山県立鴨方高等学校、

二宮果穂。 

 岡山県内には何千キロもの用水路があるそうで

すが、安全柵がついているところはまだ少ないと

聞きます。また、柵以外の安全対策も進んでいな

いように感じます。 

 一方で、ほかの県では対策が進んでいます。 

 例えば富山県では、農業用水路安全対策ガイド

ラインを策定し、その中でフェンス等の設置や溝

への蓋掛けについて、一部補助すると記載してい

ました。また、年３回、それぞれ１か月にわたる

農業用水路転落事故防止強化期間を設けて、危険

箇所の点検と広報啓発活動を強化するなど、ソフ

ト面での安全対策を実施しています。 

 愛知県でも、地域の要望を基に、県が費用を一

部支援して事故防止を進めています。 

 こうした県では、住民や学校が協力して危険な

場所を地図にまとめるなど、地域ぐるみの安全づ

くりが行われています。 

５番（藤原晴斗君）  藤原晴斗です。 

 岡山県でも、地域や学校が力を合わせて安全対

策を進められるような仕組みができないでしょう

か。 

 特に、子供や高齢者がよく通る場所や通学路、

住宅地の近くには、早めに柵やカバーをつけるな

ど、命を守るための整備を急いでほしいと思いま

す。 

 また、転落を防ぐには、設備だけではなく、注
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意を呼びかける工夫をすることも大切です。夜で

も見えやすい反射板や警告表示をつけることや、

地域の危険箇所を見回るような防災行事を企画す

ることも効果があると考えます。 

 岡山県として、これまでの用水路転落事故の実

態をどのように把握しているのでしょうか。 

 また、県民一人一人が安心して暮らせるように、

岡山県として積極的に取り組んでほしいと思いま

す。危険な場所の安全柵設置や補助制度を創設し

てほしいと思いますが、今後、どのように進めて

いくお考えですか。 

 あわせて、土木委員会にお伺いします。 

高校生議長（塩谷彗悟君）  答弁を求めます。 

 小倉土木委員会委員長。 

〔 土木委員会委員長 小倉 博君 登壇 〕 

土木委員会委員長（小倉 博君）  皆さん、お

はようございます。まず、土木委員会の委員長を

しております小倉でございます。よろしくお願い

申し上げます。 

 用水路の安全対策についてお答えいたします。 

 用水路転落事故の実態についてでありますが、

本県は全国的に見ても用水路が多く、道路や用水

路等の管理者が個別に対策を講じておりましたが、

平成28年に、県、警察、消防、各自治体の道路、

用水路管理部局及び有識者で構成される用水路等

転落事故防止対策検討会議を設置し、事故情報の

共有、関係機関の連絡強化を図っているところで

あります。 

 この会議において、転落箇所の傾向を把握する

ため、消防からの情報に基づき、道路管理者が歩

行者や自転車等の転絡箇所の実地調査を行った上

で事故調書を作成し、実態把握や原因分析に取り

組んでおります。 

 安全対策については、道路や用水路等の管理者

だけでなく、関係機関や地域の方々などが連携し

ながら、現場の状況に応じてハードとソフトの両

面から対策を行っていくことが重要であると考え

ております。 

 このため、ハードでは、安全柵の設置や夜間に

も用水路の位置を分かりやすくする反射材などの

対策を推進しており、令和６年９月末時点におい

て、転落する事故危険性が高いと考えられる約

6,300か所のうち、約９割の5,700か所余りで対策

を講じているところであります。 

 なお、対策内容としては、反射材が半数以上を

占めており、次いで安全柵の設置が多く見受けら

れます。 

 また、ソフト面では、広報誌への掲載やチラシ

の配布、広報車両による巡回、交通安全講習会の

実施、小中学生にポスターを制作していただくな

ど、関係機関と連携し、広報啓発活動に取り組ん

でおります。 

 本県では、これまで危険箇所の対策を着実に実

施してきており、直ちに補助制度の創設までは考

えておりませんが、本委員会としても、他県での

取組も参考にしながら、用水路等への転落事故が

減少するよう、引き続き効果的な対策について議

論してまいります。 

 最後に、高校生の皆様から地域の方々へ、安全

対策を直接伝えていただくことも効果的だと考え

ており、ぜひとも皆様にも御協力をお願いしたい

と思います。 

 以上でございます。 

高校生議長（塩谷彗悟君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（塩谷彗悟君）  ないようですので、

以上で鴨方高等学校の議員による質問を終わりま

す。（拍手） 

 引き続き、次の質問を行います。 

 倉敷南高等学校、山本泰暉議員、甲本巧議員、

重田朋来議員に発言を許します。 

〔 ６番 山本泰暉君、７番 甲本 巧君、 

  ８番 重田朋来君 登壇 〕 

６番（山本泰暉君）  県立倉敷南高等学校の山

本泰暉です。 

７番（甲本 巧君）  同じく甲本巧です。 

８番（重田朋来君）  同じく重田朋来です。 

６番（山本泰暉君）  私たちからは、南海トラ

フ地震に対する防災・減災対策について、数点お

尋ねします。 

 岡山県では、南海トラフ地震防災対策推進地域

として、津波避難対策を含む南海トラフ地震防災

対策推進計画を策定しており、県民に対し、おか
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やま防災ポータルなどで地震や津波の情報を提供

しています。 

 また、非常持ち出し品の推奨や家具の固定など

についても、個人レベルでできる対策が防災ガイ

ドブックに掲載されています。 

 

７番（甲本 巧君）  しかし、これらはあくま

で防災意識の高い住民が自ら探して確認できるも

ので、私たち若年層や情報機器の扱いが苦手な高

齢者の皆さんをはじめ、全ての県民が、いつでも

どこでもアクセスできるものではありません。 

 加えて、近年、増加傾向にある在留外国人の

方々には、県の地震対策や、そもそも大規模地震

が起こる可能性が高まっているという情報さえ届

けられていないかもしれません。 

 そこでお尋ねします。 

 県が行っている南海トラフ地震をはじめとした

非常災害に対する防災・減災対策について、県民

全体に周知を図るため、具体的にどのような施策

を進めているのでしょうか。 

８番（重田朋来君）  また、例えば南海トラフ

地震などの避難が必要な災害が夏場に発生した際

には、熱中症対策が必要となりますが、学校の体

育館などでは冷房設備等が設置されていない避難

所もあります。 

 その場合、どういった対策をされるのでしょう

か。避難所等に備蓄されている食料や生活用品等

の状況も含め、教えていただきたいと思います。 

 加えて、地域ごとに様々なハザードマップがあ

りますが、県として統一する計画はあるのでしょ

うか。 

 また、被災した外国人の方々への対処について

は、どのような計画を立てているのでしょうか。 

 あわせて、総務委員長にお伺いします。 

高校生議長（塩谷彗悟君）  答弁を求めます。 

 河野総務委員会委員長。 

〔 総務委員会委員長 河野慶治君 登壇 〕 

総務委員会委員長（河野慶治君）  総務委員長

を務めております河野と申します。よろしくお願

いします。 

 まず、南海トラフ地震に対する防災・減災対策

についてお答えいたします。 

 本県では、自然災害を自分事と考えてもらうよ

うに、南海トラフ地震の被害想定をはじめ、防災

に関する様々な情報を新聞、テレビ、ＳＮＳなど

の手段を用いて広報するとともに、県ホームペー

ジや防災情報メールを活用し、全12か国語に対応

した情報提供を行っているところであります。 

 次に、避難所の熱中症対策や備蓄についてであ

りますが、現在、市町村が国の補助制度を活用し

て、避難所となる学校体育館等への空調の整備を

計画していると承知していますが、これを補完で

きるように、県は、避難所に配置するスポットク

ーラーを確保し、夏場の避難所の環境改善に取り

組むこととしています。 

 また、南海トラフ地震の被害想定を基に定めた

目標に沿って、県と市町村が連携して、食料や赤

ちゃん用の粉ミルクをはじめ、女性用生理用品、

毛布、携帯トイレ、トイレットペーパーなどの生

活用品についても備蓄を進めています。 

 次に、ハザードマップについてでありますが、

法律に基づき、各市町村が個別に作成することと

されており、県内のハザードマップの統一はでき

ておりませんが、県が提供する地図情報サービス

おかやま全県統合型ＧＩＳにおいて、震度分布や

津波の浸水想定区域などの県内の災害リスクを市

町村区域にかかわらず、一元的に確認いただくこ

とができます。 

 最後に、被災した外国人への対応については、

大規模災害が発生した際に県が設置する災害時多

言語支援センターにおいて、災害情報の提供、電

話相談窓口の設置や避難所の巡回サービスなどを

実施することとなっています。 

 引き続き、防災・減災対策の充実に向けて、本

委員会としてもしっかり議論してまいりたいと思

います。 
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 以上です。 

高校生議長（塩谷彗悟君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（塩谷彗悟君）  ないようですので、

以上で倉敷南高等学校の議員による質問を終わり

ます。（拍手） 

 ここで議長を交代いたします。しばらくお待ち

ください。 

〔 高校生議長塩谷彗悟君退場、 

  高校生議長橋本 愛君議長席に着く 〕 

高校生議長（橋本 愛君）  会議を再開いたし

ます。 

 

 和気閑谷高等学校、青江真瑚議員、武田優伸議

員、松田詩音議員に発言を許可します。 

〔 ９番 青江真瑚君、10番 武田優伸君、 

  12番 松田詩音君 登壇 〕 

９番（青江真瑚君）  県立和気閑谷高等学校の

青江です。 

 私たちからは、介護に関する諸問題とその対策

について質問させていただきます。 

 令和12年に、岡山県において利用が見込まれる

介護サービスを提供するには、介護職員が約３万

8,000人必要とされています。これに対して、今

後の離職者や入職者等の推移を踏まえた上で推計

すれば、約2,700人不足し、令和22年には約4,400

人の不足が見込まれます。 

 しかし、現在の状況としては、介護福祉士とし

て登録している人のうち、実際に介護職員として

働いている人は全国で約５割程度にとどまってい

ます。 

 就労状況調査によると、現在は、介護福祉士と

して福祉、介護、医療分野で働いていないが、過

去に働いたことのある人のうち、41.6％はぜひも

う一度、福祉、介護、医療分野で働きたい、条件

が合えば働きたいと答えています。 

 一方で、介護職について、若者の中では、社会

的に意義のある仕事、やりがいのある仕事など、

肯定的なイメージもある一方、夜勤などがあり、

きつい仕事、給与水準が低い仕事、ほかの職種に

比べてキャリアパスが見えにくいことから、将来

に不安があるといったマイナスイメージもありま

す。 

 このようなイメージは、若者が介護職を選ばな

い理由になっていると考えます。介護の仕事の魅

力を広く発信することや潜在的な介護人材の掘り

起こし、介護人材の確保に向け、どのように取り

組んでいるのか、お聞かせください。 

１０番（武田優伸君）  武田優伸です。 

 また、これまで述べた介護職員の不足について

は、岡山県の過疎化が進む地域において、より深

刻な問題になる可能性があります。 

 令和６年の岡山県の高齢者の市町村状況による

と、県内で高齢化が進む地域の上位に、和気町を

はじめ高梁市、久米南町、新庄村などが挙げられ

ています。 

 これらの地域は、１か所に集中せず、散らばっ

ているため、その全ての高齢者に福祉が行き届い

ていないことが考えられます。 

 介護資源の地域格差について、岡山県の現状と

これからどのように取り組むのか、お聞かせくだ

さい。 

１２番（松田詩音君）  松田です。 

 さらに、和気町や久米南町で行った在宅の要介

護等認定者を対象とし、実施した在宅介護実態調

査では、主な介護者が本人の子供と回答した割合

が、和気町では40.7％、久米南町では47.8％と、

子供の割合が最も高く、配偶者が、和気町では

35.8％、久米南町では28.3％と、２番目に多い中、

主な介護者の年齢は60代が最も多く、老老介護の

問題が起きています。 

 「ＬＩＦＵＬＬ介護」の著者武谷美奈子シニア

ライフ・コンサルタントによると、この老老介護

によって起こり得る問題は、大きく３つあります。

１つ目は、家族の共倒れ、２つ目は、介護にかか
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る時間の増加、３つ目は、介護者の社会的接点の

減少と閉じ籠もりです。 

 介護者は体力や精神的な負担が増すと、鬱病や

認知症を誘発し、最悪の場合、介護放棄や虐待な

ど、事件に発展するおそれもあります。 

 このような状況下にある人々を適切な支援につ

なげていくことが大切であると考えますが、介護

者の孤立防止対策や負担軽減について、どのよう

に取り組んでいますか。 

 以上につきまして、環境文化保健子ども福祉委

員長にお伺いします。 

 

高校生議長（橋本 愛君）  答弁を求めます。 

 松島環境文化保健子ども福祉委員会委員長。 

〔 環境文化保健子ども福祉委員会委員長 

  松島幸一君 登壇 〕 

環境文化保健子ども福祉委員会委員長（松島幸一

君）  環境文化保健子ども福祉委員会委員長の

松島と申します。よろしくお願いします。 

 和気閑谷高等学校の御質問にお答えいたします。 

 まず、介護人材の確保についての御質問であり

ますが、お話のとおり、介護職は、やりがいのあ

る仕事である一方、体力的にきつい仕事である等

のマイナスイメージがあり、このマイナスイメー

ジの払拭や介護職の意義や魅力を発信していくこ

とは重要であると考えております。 

 このため、介護職の魅力発信として、小中学生

を対象としたお仕事体験や職場見学体験ツアー、

介護福祉士が講師となり、小中学校や高等学校を

訪問して、介護職のやりがいを伝える出前講座、

介護の現場で生き生きと働く若手職員によるＳＮ

Ｓ等での仕事の魅力発信など、イメージアップに

向けた取組を行っております。 

 さらに、介護未経験者等で介護職に興味、関心

のある方を対象とした地域別の就職相談会や介護

資格を持ち、今後、介護職員として働くことを考

えている方を対象とした不安や疑問を解消するた

めのセミナーの開催などにより、介護人材の掘り

起こしに取り組んでいるところであります。 

 また、ＩＣＴや介護ロボットの導入への支援を

行うほか、業務改善に積極的に取り組む事業所を

登録し、その取組内容を広げることで介護現場が

働きやすい職場となるよう推進しております。 

 引き続き、関係機関、団体とも連携しながら、

介護人材の確保に向け、本委員会としてもしっか

り議論してまいりたいと思います。 

 次に、介護資源の地域格差の現状等についての

御質問でありますが、現在、県では、高齢者が住

み慣れた地域で可能な限り自立した生活を営むこ

とができるよう、医療、介護、介護予防、住まい

及び生活支援サービスが一体的に提供される地域

包括ケアシステムの推進に取り組んでいるところ

であります。 

 県内の介護事業所の状況は、都市部に多く、中

山間地域等では少なくなっており、例えばお話の

新庄村では、小規模な通所介護事業所や通所リハ

ビリテーション事業所などはあるものの、訪問介

護事業所等はありません。 

 こうした中、市町村や事業者の工夫や努力によ

り、限られた介護資源を有効に活用し、地域の実

情に応じた高齢者の介護サービスが提供されてい

るものと認識しております。 

 今後とも、市町村と連携し、県内各地域におい

て、必要な介護サービスが持続的に提供できるよ

う、本委員会としても、より効果的な施策につい

て議論、検討してまいりたいと思います。 

 最後に、介護者の孤立防止対策等についての御

質問でありますが、お話のように、家庭で高齢者

のみで介護を行う場合、介護する方だけが苦労す

る状態に置かれ、悩みを誰にも相談できず、一人

で抱え込んだり、介護を優先してしまい、自らの

生活が後回しとなる状況があるものと認識してお

ります。 

 このため、市町村と連携し、介護に関し同じ悩

みを抱える家族同士が話し合う場づくりの支援を

行うとともに、介護する方が自分の時間を持ち、
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休息が取れるよう、介護を受ける方が、一定期間、

施設に宿泊できるショートステイなどの介護サー

ビスの利用の促進を図っているところであります。 

 さらに、孤独、孤立の問題は、介護する方を含

め人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るもの

であり、社会全体での対応を進めていく必要があ

ることから、今年度から、市町村や企業、ＮＰＯ

等と連携し、孤独や孤立の予防という考え方も取

り入れ、困ったときに助け合える社会となるよう

取組を始めたところであります。 

 本委員会といたしましても、介護する方の孤立

防止や負担軽減につながるよう、地域全体で支え

合い、助け合いながら暮らしていける環境づくり

について、しっかりと議論を行ってまいりたいと

存じます。 

 以上でございます。 

高校生議長（橋本 愛君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（橋本 愛君）  ないようですので、

以上で和気閑谷高等学校の議員による質問を終わ

ります。（拍手） 

 引き続き、次の質問を行います。 

 倉敷青陵高等学校、荒木愛斗議員、妹尾姫佳議

員、山田蒼之議員に発言を許します。 

〔 15番 荒木愛斗君、16番 妹尾姫佳君、 

  17番 山田蒼之君 登壇 〕 

１５番（荒木愛斗君）  岡山県立倉敷青陵高等

学校の荒木愛斗です。よろしくお願いします。 

 私からは、自転車の交通安全についてお尋ねし

ます。 

 自転車は、子供から高齢者までの幅広い層が利

用する身近で手軽な乗り物ですが、ながら運転な

どの危険な行為は重大な事故につながりかねませ

ん。 

 本県においても、自転車保険の加入を義務化す

る岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例が令和６年度に制定されました。 

 来年４月からは、自転車の交通違反に対して、

反則金の納付を通告するいわゆる青切符による取

り締まりが導入され、16歳以上が運転する自転車

の違反行為113種類が青切符の対象となります。 

 青切符は、自動車の交通違反の際に広く行われ

ている違反処理の一つですが、これを自転車にも

適用する目的は、自転車関連事故の抑止を図るこ

とであると承知しております。 

 そのためには、まずは自転車利用者が交通ルー

ルを遵守することが必要だと思いますが、自転車

利用者の交通安全意識の醸成のために、今後、ど

のような取組をされるのでしょうか。 

 また、多くの高校生は自転車を利用しています。

青切符が自転車にも適用されることで、違反した

高校生にも反則金が科せられます。反則金を科す

ことで交通違反の抑止効果には期待できますが、

取り締まり以外に、高校生の交通違反や交通事故

の防止のために対策を検討されているのでしょう

か。 

 さらに、岡山市では、自転車通行空間の整備が

進んでいますが、今後、県全体で普及する予定は

あるのでしょうか。 

 以上３点について、産業労働警察委員長にお尋

ねします。 

 

１６番（妹尾姫佳君）  同じく倉敷青陵高等学

校の妹尾姫佳です。 

 私からは、観光地における交通規制等について

お尋ねします。 

 倉敷には、美観地区と呼ばれる景観地区があり

ます。令和６年岡山県観光客動態調査のデータに

よると、307万8,000人もの観光客が昨年中に美観

地区を訪れました。 

 コロナ禍が去り、観光客が戻ってきたことは喜

ばしいことですが、同時に問題も生まれています。

ごみの増加や騒音など、いろいろな問題がありま

すが、今日お話ししたいのは、観光客増加に伴う

美観地区内での車両通行と新たな交通規制の制定
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についてです。 

 美観地区には車両規制があることから、基本的

に車両は通行しません。しかし、美観地区内に家

のある方や店舗を持っている方の車はその限りで

はありません。生活の要ともなる車での移動です

が、多くの歩行者に立ち往生してしまうことがあ

ります。 

 また、車両の通行がほとんどないことから、ス

マホを使いながら移動する人や道いっぱいに広が

る集団、写真を撮るために周りを見ずに動く人々

など、単純に美観地区を通ろうとするだけでも多

くの危険があります。住民や店舗の方などは、不

安感や不便さが増しているのではないでしょうか。 

 また、美観地区の観光客数は、コロナ禍後、回

復傾向にあり、倉敷駅から美観地区の間も交通量

が増えてきているように感じます。 

 今後、美観地区のような観光客数が増加する場

所において、自動車に限らず、新たな交通規制を

制定することを検討するお考えがあるのでしょう

か。産業労働警察委員長にお尋ねします。 

高校生議長（橋本 愛君）  答弁を求めます。 

 大橋産業労働警察委員会委員長。 

〔 産業労働警察委員会委員長 大橋和明君 

  登壇 〕 

産業労働警察委員会委員長（大橋和明君）  産

業労働警察委員長の大橋でございます。 

 自転車の交通安全についての御質問にお答えい

たします。 

 まず、自転車利用者の交通安全意識の醸成のた

めの今後の取組についてであります。 

 お話のとおり、来年４月から、自転車の交通違

反に関する交通反則通告制度、いわゆる青切符が

導入されることを踏まえ、県警察では、現在、自

転車の交通ルールや安全利用のポイントなどにつ

いて分かりやすく記載した世代別の交通安全教材

を作成中であります。 

 同教材は、来年２月をめどに活用を開始するこ

ととしており、先般、警察庁が公表した自転車ル

ールブックと併せて交通安全教室等で活用し、自

転車利用者の交通安全意識の醸成を図っていくこ

ととしております。 

 次に、取り締まり以外の高校生の交通事故、違

反防止対策についてであります。 

 県内では、自転車乗用中の交通事故死傷者を年

代別に見ると、高校生を含む10代が最も多いこと

から、県警察では、教育委員会と連携し、自転車

ヘルメット着用推進モデル校を指定して自転車安

全利用意識の浸透を図っているほか、本年８月に

は、中高校生が自転車の交通ルールや安全利用等

について主体的に考える機会として、自転車安全

利用サミットを初開催したところであります。 

 また、現在、県警察では、県内全ての高校にお

いて、自転車乗用ヘルメットの着用が自転車通学

の条件等として規定されるよう、各高校に働きか

けを行っているところであります。 

 これらの活動を通じて、引き続き自転車の交通

事故、違反の防止に努めることとしております。 

 次に、自転車通行空間の整備についてでありま

すが、自転車の安全対策を推進する上では、道路

における歩行者、自転車及び自動車の通行空間を

適切に分離することはとても有効であると考えて

います。 

 県警察では、従来から道路管理者と連携し、自

転車の交通量が多い路線等に自転車専用通行帯の

整備等を進めており、今後も、各市町村が策定す

る計画に沿いながら、自転車通行空間の整備を推

進してまいります。 

 本委員会としましても、自転車の交通安全につ

いてしっかりと議論をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 続いて、観光地における交通規制等についての

質問にお答えいたします。 

 現在、美観地区のうち一部の区域には、歩行者

の安全確保や車両の円滑な通行を図るため、必要

に応じて車両の通行禁止や一方通行等の交通規制

を行っております。 

 そのうち美観地区内のメインストリートには、

歩行者の安全を確保するため、朝の午前７時から

翌朝の午前４時までの間、自転車及び特定小型原

動機付自転車を除く全ての車両の通行を禁止する

交通規制を行っており、その区間内の居住者等が

自動車で通行する場合は、警察署長から通行許可

を受けた上で、歩行者に注意しながら通行してい

ただいております。 
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 近年、観光客の増加に伴い、観光地周辺の人や

車両の交通量の増加による事故等の発生を懸念し

た地域住民の方々から、安全対策に係る要望が寄

せられていることがあり、その都度、関係団体と

連携しながら、新たな交通規制の必要性について

検討を行っているところでもあります。 

 今後も引き続き、地域住民の方々の声を聞きな

がら、地域と美観地区を訪れる観光客の安全・安

心の両立が図られるよう丁寧な調整を行い、効果

的な交通規制の整備を行ってまいります。 

 本委員会としましても、安全で円滑な交通規制

についてしっかりと議論をしてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

高校生議長（橋本 愛君）  再質問はあります

か。 

 再質問を認めます。 

 項目を指定した上で再質問してください。 

１７番（山田蒼之君）  山田蒼之です。 

 １の自転車の交通安全について再質問いたしま

す。 

 １での自転車通行空間の整備に関して、先ほど

市町村と連携し普及していくとおっしゃいました

が、実際に広めるために、具体的にどのくらいの

予算や時間がかかるとお考えでしょうか。産業労

働警察委員長にお尋ねします。 

高校生議長（橋本 愛君）  答弁を求めます。 

 大橋産業労働警察委員会委員長。 

〔 産業労働警察委員会委員長 大橋和明君 

  登壇 〕 

産業労働警察委員会委員長（大橋和明君）  整

備に関する予算の話だったと思いますが、予算に

関するデータにつきましては、本日は持ち合わせ

ておりませんので、ここではお答えできません。

県執行部の考えや関係委員会の意見も聞いて、答

えられるような形を取って、委員会のほうでしっ

かりと議論していきたいと思いますので、申し訳

ありませんが、ここではお答えできませんので、

御了承ください。 

高校生議長（橋本 愛君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（橋本 愛君）  ないようですので、

以上で倉敷青陵高等学校の議員による質問を終わ

ります。（拍手） 

 ここで議長を交代いたします。しばらくお待ち

ください。 

〔 高校生議長橋本 愛君退場、 

  高校生議長井上貴仁君議長席に着く 〕 

高校生議長（井上貴仁君）  会議を再開いたし

ます。 

 

 創志学園高等学校、神﨑康成議員、沢田桃佳議

員、陣内咲姫議員、難波采杏議員、藤田隼翔議員

に発言を許します。 

〔 19番 神﨑康成君、20番 沢田桃佳君、 

  21番 陣内咲姫君、22番 難波采杏君、 

  23番 藤田隼翔君 登壇 〕 

２２番（難波采杏君）  創志学園高等学校の難

波です。 

２１番（陣内咲姫君）  陣内です。 

２３番（藤田隼翔君）  藤田です。 

２２番（難波采杏君）  私たちからは、米の気

候変動対策について質問させていただきます。 

 先日、ＪＡの方々から現場の声を伺いました。 

 その中で特に印象的だったのは、農家の皆さん

が、30年前と販売単価が変わらないという厳しい

現実の中で、肥料、農薬、燃料、ビニール資材、

出荷箱などの生産コストの上昇に苦しんでおられ

ることです。 

 こうした状況では、農家の経営は安定せず、若

い担い手が定着しにくい現状があります。 

２１番（陣内咲姫君）  おととしの猛暑は、稲

作に深刻な影響を及ぼしました。特に、コシヒカ

リは高温に弱く、稲が実る時期に気温が高くなり

過ぎたことで、米粒が白く濁ったり割れたりする
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などの品質低下が多く見られました。 

 その結果、１等米の比率が大幅に下がり、全国

的に品質低下と収穫量の減少が目立ちました。コ

シヒカリは、全国の作付面積の約３割を占めるた

め、その影響はほかの銘柄にも波及し、高品質な

米の供給不足を引き起こしました。 

 こうした供給不足の影響は、昨年の米価高騰と

して現れました。長年の減反政策により、国内の

生産量は、需要ぎりぎりの水準にあり、そこに猛

暑による減産が重なったことで需給バランスが大

きく崩れたのです。 

 

 しかし、米価の上昇が必ずしも農家の所得増に

は結びついていません。品質低下や収量減少によ

る販売量の減少に加え、肥料や燃料などの資材価

格の高騰が農家の手取りを圧迫しているためです。 

２３番（藤田隼翔君）  こうした中で、岡山県

の水田農業を持続的に発展させるためには、気候

変動に強く、地域特性を生かした岡山発オリジナ

ル品種を開発すべきと考えます。 

 高温に強くおいしさとブランド力を兼ね備えた

新品種を県が主導して育成、普及させることは、

農家の経営安定と地域農業の振興に大きく寄与す

ることになります。 

 あわせて、県は、研究開発だけでなく、生産か

ら販売までを見据えた総合的な支援体制を構築し、

農家が安心して農業を続けられる環境を整備すべ

きと考えます。 

 県として、この岡山発オリジナル品種の開発を

含めた米の気候変動対策について、どのように取

り組むのか、農林水産委員長にお伺いします。 

１９番（神﨑康成君）  創志学園高等学校の神

﨑です。 

２０番（沢田桃佳君）  沢田です。 

１９番（神﨑康成君）  次に、水田農業の担い

手確保策について質問させていただきます。 

 私たちは、米作りを続けておられる農家の方か

らお話を伺いました。 

 その方は、自分の代で米作りは終わりになるだ

ろうと語られ、後継者が見つからないことを大き

な不安としておられました。 

 農業機械は高額で、購入費用だけで数千万円が

必要とのことです。さらに、スマート農業は大規

模農家には有効でも、零細な農家にとっては導入

コストが高く、現実的ではないとのことでした。 

２０番（沢田桃佳君）  県のプランでは、農業

だけで生活するには、10ヘクタールほどの水田を

持つ必要があると言われています。そのため、地

域では、人の水田を借りて耕す農家が増えていま

す。 

 その農家の方がいる集落では、かつて11軒あっ

た農家のうち、現在も米作りを続けているのは僅

か２軒に減少しています。 

 県として、こうした現場の声を踏まえ、地域ぐ

るみで水田農業を継続できるよう、集落営農の育

成支援や法人化の推進、若手就農者への初期投資

助成の拡充など、水田農業の担い手確保策をどの

ように強化していかれるお考えか、農林水産委員

長にお伺いします。 

高校生議長（井上貴仁君）  答弁を求めます。 

 清水農林水産委員会委員長。 

〔 農林水産委員会委員長 清水 薫君 

  登壇 〕 

農林水産委員会委員長（清水 薫君）  皆さん、

こんにちは。農林水産委員会委員長の清水薫です。 

 創志学園高等学校の皆様の質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず、岡山発オリジナル品種の開発等、米の気

候変動対策についての御質問でありますが、品種

開発については、気候変動に対応した暑さに強い

米の生産現場への迅速な導入に向け、これまで国

などが育成した高温に強い品種の中から、収穫量

が多く病気にも強い、本県の気候や土壌に適した

品種を選定し、安定的に生産できる技術の開発や

早期の普及を目指した現地での実証栽培を行って

いるところであります。 
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 こうした取組により、今年10月には、暑さに強

い「にこまる」を県の奨励品種に定めたところで

あります。 

 また、高温が続いても農家が安定的に米を生産

できるよう、水の管理や適切な収穫時期、肥料の

与え方など、高温対策技術を啓発チラシや県ホー

ムページを活用し、生産者に周知を図っておりま

す。 

 さらに、全国食味ランキングで特Ａを取得した

暑さに強い米である「きぬむすめ」と「にこまる」

については、販売拡大に向け、農業団体と連携し

たＳＮＳによる情報発信や直売所、県産米の消費

拡大イベント等においてＰＲしているところであ

ります。 

 本委員会としても、米の気候変動対策に必要な

取組についてしっかりと議論してまいります。 

 次に、水田農業の担い手確保対策についての御

質問でありますが、人口減少や高齢化などにより、

水田農業の担い手の減少が急速に進むことが想定

されていることから、集落営農組織や新規就農者

といった担い手の確保、育成などを進めていると

ころであります。 

 集落営農については、普及指導センター単位で

集落営農支援チームを設置し、集落座談会の開催

や経営分析による支援を行うとともに、効率的な

農業経営につながる農業機械の共同利用を促すな

ど、組織化や法人化に向けて取り組んでおります。 

 また、新規就農者に対しては、就農後の経営に

必要な農業用機械、施設の導入費用の助成などを

新規就農者向けの補助制度に加え、生産力を高め

る取組を支援する国や県の補助制度の活用も促す

とともに、生産現場での栽培技術指導を行い、水

田農業の担い手として確保、育成しているところ

であります。 

 さらに、地域農業の将来像を描いた地域計画に

基づき、担い手への農地の集積、集約化が進むよ

う、市町村と連携して取り組んでおります。 

 本委員会としても、次代を担う力強い担い手の

確保、育成が進むようしっかり議論してまいりま

す。 

 以上でございます。 

高校生議長（井上貴仁君）  発言時間を超過し

ていますので、再質問はできません。 

 以上で創志学園高等学校による質問を終わりま

す。（拍手） 

 引き続き、次の質問を行います。 

 自由高等学院、嘉数実想議員、前田凌議員、小

澤いと議員、𠮷𠮷田由奈議員、森彩花議員に発言を

許します。 

〔 24番 嘉数実想君、25番 前田 凌君、 

  26番 小澤いと君、27番 𠮷𠮷田由奈君、 

  28番 森 彩花君 登壇 〕 

２５番（前田 凌君）  専修学校自由高等学院

の前田凌です。 

２７番（𠮷𠮷田由奈君）  同じく𠮷𠮷田由奈です。 

２８番（森 彩花君）  同じく森彩花です。 

２６番（小澤いと君）  同じく小澤いとです。 

２４番（嘉数実想君）  同じく嘉数実想です。

よろしくお願いします。 

 不登校対策のメタバース活用について質問しま

す。 

 私たちは、中国地方５県の通信制高校に在校す

る生徒数が、今年度、過去最多の計２万1,336人

に上り、令和２年度と比べて1.7倍に増加してい

るというニュースを見ました。 

 そこでその背景にあると考えられる不登校の問

題について関心を持ちました。 

 調べてみると、岡山県教育庁人権教育・生徒指

導課がまとめている令和５年度児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結

果のデータから、不登校児童生徒数が、小、中、

高の合計で、令和３年から５年の間に、1,261人

増加しているという深刻な状況が分かりました。 

２６番（小澤いと君）  小澤です。 

 この状況を受けて、岡山県の不登校対策につい

て詳しく調べていくと、まんまリンクというメタ

バースを活用した先進的な取組があることを知り

ました。 

 これは、不登校が原因で学びにアクセスできな

い子供たちをゼロにすることを目的とした令和６

年度からの新たな取組です。 

 まんまリンクは、自宅から参加でき、対面での

コミュニケーションが難しい児童生徒も参加しや

すく、学校や家庭以外の第３の居場所を構築でき
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るという大きなメリットがあります。 

 しかし、現状では、まんまリンクを実際に利用

しているのは、令和７年４月時点で僅か37人にと

どまっています。 

 令和３年から５年の間だけで、1,261人もの不

登校児童生徒が増加している中、この数字は極め

て少ないと言わざるを得ません。 

２８番（森 彩花君）  なぜこれほど利用者が

少ないのか、何より、その原因は不登校の児童生

徒やその保護者に情報が行き届いていないのでは

ないかと考えられます。 

 特に、不登校の児童生徒やその保護者にとって、

情報は自然体ではなかなか入ってくるものではな

く、自らが積極的に探さなければならないため、

情報収集の負担は大きく、本当に支援を必要とし

ている家庭ほど、欲しい情報にアクセスできてい

ない可能性があるのではないでしょうか。 

 

２７番（𠮷𠮷田由奈君）  令和５年度の文部科学

省初等中等教育局長通知では、不登校の児童生徒

一人一人に応じた多様な支援を行うことや、保護

者が必要とする情報を整理し提供することが重要

視されています。 

 しかし、まんまリンクの利用者が37人と極めて

少ない現状から考えると、まんまリンク以外にも

多様な支援策があるとしても、この通知の趣旨に

基づく取組が十分に行われていないのではないで

しょうか。 

２５番（前田 凌君）  このような現状に対し、

２点お伺いします。 

 第１に、不登校に悩む児童生徒や保護者に対し

ては、まんまリンクを含めた多様な支援に関する

情報を自ら探さなくても自動的かつ確実に届く仕

組みづくりが重要であり、情報発信の強化に努め

ていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

 第２に、まんまリンクの利用率を向上させるた

めに、不登校児童生徒の参加を継続させるための

コンテンツの魅力向上や他自治体との連携強化に

よる広域的な交流機会の創出など、新たな取組が

必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

 以上の２点について、併せて文教委員長にお伺

いします。 

高校生議長（井上貴仁君）  答弁を求めます。 

 乙倉文教委員会委員長。 

〔 文教委員会委員長 乙倉賢一君 登壇 〕 

文教委員会委員長（乙倉賢一君）  不登校対策

のメタバース活用についてお答えいたします。 

 まず、情報発信の強化についてでありますが、

県教委では、不登校対策の基本的な考え方やまん

まリンクをはじめとした学校内外の多様な学びの

場を紹介したリーフレットを全ての児童生徒、保

護者に配布するとともに、県教委のホームページ

にも掲載しており、特にまんまリンクについては、

複数のＳＮＳを通じて多くの方に情報が届くよう

に取り組んでいます。 

 また、不登校に悩む児童生徒や保護者には、進

路相談会や不登校親の会等との意見交換会などを

通じて、必要な情報提供を行っていると聞いてお

ります。 

 

 次に、利用率の向上についてでありますが、ま

んまリンクは、不登校の児童生徒の中でも、家か

らほとんど出られず他機関ともつながっていない

児童生徒を対象としており、スタッフが本人や保

護者と面談を行い、ニーズを聞くことで、本人の

得意なことや好きなことを生かしながら、他者と

も交流できる魅力あるコンテンツの充実にも努め

ているところであります。 
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 また、今年度から、同様の取組を行っている他

県の参加者とオンライン上で交流する機会を設け

ており、まんまリンクの利用者同士が実際に対面

で交流する取組を行っており、利用者からは、ま

たやりたい、友達と一緒に体を動かせてよかった

などの声があったと聞いております。 

 こうした取組により、登録者数は、10月末時点

で53名に増加しております。 

 本委員会としては、不登校の子供たちの個々の

状況に応じた学びの場につながることができるよ

う、まんまリンクも含め、多様な学びの場の充実

に向け、引き続き県教委の取組を支援してまいり

ます。 

 以上でございます。 

高校生議長（井上貴仁君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（井上貴仁君）  ないようですので、

以上で自由高等学院の議員による質問を終わりま

す。（拍手） 

 ここで議長を交代いたします。しばらくお待ち

ください。 

〔 高校生議長井上貴仁君退場、 

  高校生議長淺野優斗君議長席に着く 〕 

高校生議長（淺野優斗君）  会議を再開いたし

ます。 

 

 玉野高等学校の寺嶋海惺議員、淺野公佑議員、

石田あや議員、垣村侑飛議員、西藤緋里議員に発

言を許します。 

〔 29番 寺嶋海惺君、30番 淺野公佑君、 

  31番 石田あや君、32番 垣村侑飛君、 

  33番 西藤緋里君 登壇 〕 

２９番（寺嶋海惺君）  岡山県立玉野高等学校

の寺嶋海惺です。 

３０番（淺野公佑君）  淺野公佑です。 

３１番（石田あや君）  石田あやです。 

３２番（垣村侑飛君）  垣村侑飛です。 

３３番（西藤緋里君）  西藤緋里です。 

２９番（寺嶋海惺君）  よろしくお願いします。 

 私たちからは、２点お尋ねさせていただきます。 

 まず、過疎地域の対策についてお尋ねします。 

 本県では、地域少子化対策重点推進交付金を活

用し、結婚や妊娠、出産、育児の支援を強化する

ことで人口増加を目指しています。 

 すばらしい取組だと思う一方、岡山市や倉敷市

といった都市部とその他の過疎地域の市町村との

人口格差は依然として大きく、これらの取組だけ

では格差の解消にはつながらないのではないかと

も考えています。 

 

 こうした中、昨年の本県の世代別の転入転出状

況を見ると、20歳から24歳までの世代では転入者

数が5,309人、転出者数が7,796人と、ともに世代

別で最多となっています。 

 これを踏まえ、私たちは、若者世代に焦点を当

てた人口の社会増につながる施策を提案したいと

思います。 

 具体的には、まず20歳までの転入者を増やすた

め、県外から県内過疎地域への進学者に対する学

費補助を行い、過疎地域に就職する若者に生活費

補助や家賃補助を行ってはいかがでしょうか。 

 また、20歳以降の転出者を減らすためには、過

疎地域での家賃補助や生活費補助が有効であると

考えます。 

 これらの補助金は、県や市町村、大学などがそ

れぞれ分担して負担することで出費を抑えること

が可能だと思います。 
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 私たちの提案を踏まえ、過疎地域に対する対策

案、過疎になりそうな地域の対策案について、総

務委員長にお尋ねします。 

３１番（石田あや君）  次に、外国人との共生

についてお尋ねします。 

 現在、日本では、少子高齢化に伴う人手不足の

解消を目的として、多くの外国人労働者を含む在

留外国人がとても増えています。 

 こうした中、本県では、外国人の方々を支援す

るため、外国人相談センターの設置や日本語教室

への支援、在留資格や法律に関する相談体制、災

害時対応など、様々な取組が行われています。 

 しかし一方で、現場では、幾つかの課題も浮き

彫りになっています。例えば現在、県内には岡山

市に13教室、倉敷市に５教室、津山市に４教室、

玉野市に１教室など、計41の日本語教室がありま

す。 

 玉野市は県内で７番目に外国人が多いのにもか

かわらず、教室の数が少ないと感じています。 

 また、地域によって、日本語教室の数や質にば

らつきがあり、必要な支援が行き届いていないケ

ースがあるのではとも感じます。 

 さらに、言葉や文化の違いにより、地域での生

活に困難を感じていること、外国人の子供たちが

言葉の壁により教育機会から取り残されているこ

と、一部に外国人に対する差別的な対応や排除の

動きが見られることなども課題として上げられま

す。 

 これらの課題を踏まえ、私たちもその解決に向

けた案を考えました。 

 まず、日本語教室で学んでいるだけでは不十分

だと思います。そこで各地域の学校行事やボラン

ティア活動などを通じて、生徒と外国人の方々と

の交流行事などを開催し、交流の機会を増やすこ

とが有効だと考えます。 

 これにより、外国人の方々は実用的な日本語を

学びつつ、地域や日本の文化をより理解すること

ができると思います。 

 そこでお伺いします。 

 岡山県では、外国人の方々が安心して定住、共

生できるための総合的な支援戦略をつくる考えを

お持ちでしょうか。 

 また、お持ちであれば、具体的にどのような課

題解決に取り組もうと思われているのでしょうか。

私たちの提案も踏まえ、併せて総務委員長にお尋

ねします。 

高校生議長（淺野優斗君）  答弁を求めます。 

 河野総務委員会委員長。 

〔 総務委員会委員長 河野慶治君 登壇 〕 

総務委員会委員長（河野慶治君）  お答えいた

します。 

 まず、過疎地域の対策についての御質問ですが、

過疎地域は都市部に比べて人口減少や高齢化が急

速に進行し、地域の活力が低下している状況にあ

ります。 

 県では、岡山県過疎地域持続的発展方針等に基

づいて、出会い、結婚応援、妊娠、出産の希望が

かなう環境づくりや子育て支援等の充実のほか、

女性の活躍推進や男性の育児休業の取得促進など

に取り組むこととしております。 

 今年度からは、お話の若者、とりわけ20歳から

24歳までの女性の転出超過が顕著な状況を踏まえ、

大学生等と県内で活躍する女性管理職の方々との

交流会や、また関西に出られている女子学生をタ

ーゲットとして、岡山の魅力等を発見してもらう

交流会を開催するなど、さらなる若者等の人材の

還流、定着に取り組んでいます。 

 御提案のあった学費補助や家賃補助、生活費補

助については、県内過疎地域の市町村において、

通学のため転入してきた学生の給付や就職のため

移住してこられた方への家賃補助、また東京都内

で大学に通う学生へ、地元企業の就職活動に帰っ

てくる際の交通費の補助などをしているところも

あり、有効な対策の一つであると思います。 

 ぜひやりますと言いたいところではございます

が、この辺が税金でありますので、特定の方に使

うということになりますので、慎重に検討すべき

ものと考えておりますが、御意見いただいたもの

はしっかりと議論させていただきたいと思います。 

 皆さんのように若い方の柔軟な発想、また思い

というものは非常に重要なものでもありますから、

しっかりと県政においても、議会としても議論を

してまいりたいと存じます。 

 次に、外国人との共生についての御質問であり
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ますが、外国人労働者や留学生が近年増加傾向に

ある中、外国人労働者への不当な扱いや生活習慣、

文化、言語の違い等による問題、災害時の事態の

避難対応など、様々な課題が存在しています。 

 こうした状況を踏まえ、これからの本県の経済

の維持及び発展に向けて、地域住民との共生の下

に、外国人労働者や留学生を積極的に受け入れ、

外国人が安心して働き、生活し、活躍できる社会

を実現するため、昨年10月、岡山県議会主導の下

で、岡山県外国人材等支援推進条例を制定したと

ころであります。 

 現在、この条例に基づいて、同計画の策定に向

けて進めているところでもございます。計画策定

に当たっては、今回皆さんから御提案のあった学

校行事やボランティア活動等を通じた生徒と外国

人の交流の取組については、日本語学校が不足し

ている中、また日本語学校の整備は難しい中では

ありますが、こうやって地域の行事や様々な場面

で、生活の場面で、また食事を共にしながら交流

していくことが、最も緊張感がない中で日本語を

覚えたり、文化を覚えたりする非常によい機会だ

と思いますので、こういったこともしっかりと受

け入れさせていただいて、市町村、また同計画の

中にも、それぞれの中に提案をさせていただきた

いというふうに思っております。 

 引き続き、外国人を含む全ての人が住みやすい

多文化共生社会づくりの推進に向けて、本委員会

としてもしっかりと議論してまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

高校生議長（淺野優斗君）  再質問はあります

か。 

 再質問を認めます。 

 項目を指定した上で再質問してください。 

３２番（垣村侑飛君）  項目１について再質問

します。 

 先ほど、私たちの提案に対し、検討するとおっ

しゃいましたが、実際に実行するとなれば、どの

ような方針で進めていくのでしょうか、教えてく

ださい。 

高校生議長（淺野優斗君）  答弁を求めます。 

 河野総務委員会委員長。 

〔 総務委員会委員長 河野慶治君 登壇 〕 

総務委員会委員長（河野慶治君）  再質問あり

がとうございました。 

 先ほど、これから市町村が進めていく、と言い

ましたけれども、市町村においていろいろなやり

方をされています。また、市町村の場合には独自

にいろいろなことをやりやすい環境にはあります

ので、ぜひそういったものを県としても支援する

やり方があればやっていきたいと思いますし、何

よりも金銭的なインセンティブによって帰ってく

るというよりは、やっぱりその地域地域に活力が

あって、金銭的だけじゃなくて、やっぱり居続け

たいんだとか、帰ってきたいなと、行ってみたい

なと思えるような、そういったきっかけづくりや

交流づくりに力を入れていくことも大切だと思い

ますので、金銭も含めて、あらゆるやり方で、若

い人に地域へ定住してもらい、また入っていただ

けるように取り組んでまいりたいと思います。 

 

高校生議長（淺野優斗君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（淺野優斗君）  ないようですので、

以上で玉野高等学校の議員による質問を終わりま

す。（拍手） 

 ここで議長を交代いたします。しばらくお待ち

ください。 

〔 高校生議長淺野優斗君退場、 

  高校生議長田口陽菜君議長席に着く 〕 

高校生議長（田口陽菜君）  会議を再開いたし

ます。 

 津山東高等学校、川上茄那議員、吉間胡春議員

に発言を許します。 

〔 34番 川上茄那君、38番 吉間胡春君 
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  登壇 〕 

 

３８番（吉間胡春君）  県立津山東高等学校の

吉間胡春です。 

 私たちからは、野焼きによる大気汚染と岡山県

の課題について質問させていただきます。 

 野焼きによる森林火災や大気汚染については、

全国的にも大きな問題として取り上げられており、

岡山県でも今年の春には大規模な森林火災が発生

しました。 

 野焼きは、古くから農地や山林の管理方法とし

て行われてきたものであり、雑草や作物残渣を効

率的に処分できる一方で、大気環境を悪化させ、

周辺住民の生活環境や健康に大きな悪影響を及ぼ

す可能性が高いという指摘がなされています。 

 特に近年は、微小粒子状物質であるＰＭ2.5に

よる健康被害が深刻視されており、岡山県南部で

稲わらの野焼きを行う時期に観測値の上昇が報告

されています。 

 ＰＭ2.5は、粒子が非常に小さく、肺の奥深く

まで到達して、呼吸器系や循環器系に障害をもた

らすとされており、長期的に考えると、がんや心

疾患のリスクを高める要因にもなることから、よ

り一層の対応が求められています。 

 実際に、私たちの学校でも、授業中に野焼きの

臭いが窓から入ってきて集中できなくなったこと

がありました。たとえ少しの煙だとしても、近く

の住宅や学校などに大きな影響を与える可能性が

あります。 

 そのため、周辺住民の生活環境を守る観点から

も、野焼きによる大気汚染に対して早急に取り組

むべきであると言えます。 

 岡山県の大気環境の現状を全国と比較すると、

改善や対策が十分とは言えない課題があります。

例えば平成29年度から令和２年度までのデータで

は、ＰＭ2.5の環境基準達成率が全国ワースト１

位となってしまう状況が続いていました。 

 このような状況を受け、県では、ＰＭ2.5の環

境基準達成率の改善に向けた様々な取組を進めて

います。 

 それが、稲わらの野焼きの抑制と代替手段を推

進する晴れの国ブルースカイ事業です。 

３４番（川上茄那君）  川上茄那です。 

 日本では、野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律の第16条の２により、原則として禁止

されている行為ですが、農業を営むためにやむを

得ず行う稲わらや刈草の焼却は例外として認めら

れています。 

 そのため、農家に対し、野焼きを減らす努力を

お願いしているという状況です。 

 その中で、県が特に力を入れているのが、稲わ

らなどのすき込みや有効活用です。これは、収穫

後に出た稲わらを焼却するのではなく、田んぼの

上にすき込んで、肥料として再利用するという方

法です。 

 岡山県では、稲わらは焼かずにすき込んで有効

活用をという目標を掲げ、稲わらの有効活用を訴

えるメッセージをＳＮＳ等で発信し、住民の皆様

への周知を図るなどの取組が行われています。 

 また、こうした取組は環境保全の面ではなく、

ＳＤＧｓの達成にもつながっており、特に「住み

続けられるまちづくりを」や「気候変動に具体的

な対策を」といった目標の実現に貢献し、地域ぐ

るみで環境への意識を高めるきっかけにもなって

いると考えます。 

 このため、稲わらの野焼きを減らすことは、単

なる地域の課題ではなく、私たちの健康と未来の

地球環境を守るための一歩になると言えるのでは

ないでしょうか。 

 そこでお尋ねします。 

 稲わらの野焼きの問題に対して、引き続き実効

性のある取組が必要と考えますが、今後、どのよ

うに取り組まれるのでしょうか。 

 また、地域住民や子供たちが環境問題について

学び、行動できるような啓発活動等をより一層充

実させてはいかがでしょうか。 
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 以上につきまして、環境文化保健子ども福祉委

員長にお伺いします。 

 

高校生議長（田口陽菜君）  答弁を求めます。 

 松島環境文化保健子ども福祉委員会委員長。 

〔 環境文化保健子ども福祉委員会委員長 

  松島幸一君 登壇 〕 

環境文化保健子ども福祉委員会委員長（松島幸一

君）  お答えいたします。 

 野焼きによる大気汚染と、岡山県の課題につい

ての御質問でありますが、お話のとおり、県では、

ＰＭ2.5の環境基準達成率の改善を目的に、その

原因の一つである県南部の稲わらの野焼きを減ら

すために、稲わらを焼かずにすき込む等の有効利

用への転換を促す取組を行っております。 

 具体的には、新聞、ラジオを活用した啓発のほ

か、農業団体等と連携した農家へのチラシの配布、

すき込みのメリットを分かりやすく伝える動画の

作成等を行っているところであります。 

 この取組により、県南部で野焼きと推定される

令和６年度の圃場面積は、取組開始前の令和元年

度と比べ半分にまで減少し、またＰＭ2.5の環境

基準達成率は、大陸からの越境汚染が低下した影

響もあり、近年、大きく改善したところでありま

す。 

 このような良好な結果を継続させるため、今年

度は、すき込み作業のポイントを紹介したパンフ

レットを農家に配布しており、今後も、パンフレ

ット等を活用した啓発を行うこととしております。 

 こうしたパンフレットを作成して配布しており

ます。 

 また、自ら進んで環境に配慮した行動を実践す

る人づくりに向け、広く県民を対象とした地球温

暖化などをクイズや体験プログラムを通して楽し

く学べる出前講座を開講するとともに、児童生徒

を対象とした廃棄物関連施設等を見学するエコツ

アーに、今年度から食品ロス削減、ＳＤＧｓなど、

時代のニーズに応じたコースを追加するなど、環

境学習の充実を図っているところであります。 

 本委員会としましても、自然環境の保全や地域

におけるよりよい環境の創造に向けた取組が一層

進むよう、しっかりと議論してまいりたいと存じ

ます。 

 以上でございます。 

高校生議長（田口陽菜君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（田口陽菜君）  ないようですので、

以上で津山東高等学校の議員による質問を終わり

ます。（拍手） 

 この際、午後１時30分まで休憩いたします。 

午前11時45分休憩 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後１時30分再開 

高校生議長（山本泰暉君）  休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

各校の質問及び委員長答弁（第２部） 

高校生議長（山本泰暉君）  倉敷古城池高等学

校、塩谷彗悟議員、大山颯太郎議員、佐藤漣議員、

林飛来議員、八木大輝議員に発言を許します。 

〔 １番 塩谷彗悟君、２番 大山颯太郎君、 

  ３番 佐藤 漣君、４番 林 飛来君、 

  ５番 八木大輝君 登壇 〕 

１番（塩谷彗悟君）  倉敷古城池高校の塩谷彗

悟です。 

３番（佐藤 漣君）  同じく佐藤漣です。 
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５番（八木大輝君）  同じく八木大輝です。 

２番（大山颯太郎君）  同じく大山颯太郎です。 

４番（林 飛来君）  同じく林飛来です。 

１番（塩谷彗悟君）  改めまして、倉敷古城池

高等学校の塩谷彗悟です。よろしくお願いします。 

 私たちからは、県内での雇用の創出を促す取組

について質問させていただきます。 

 昨今、全国で地方創生の取組が進んでいる中、

岡山県では、人口が、岡山市、倉敷市などの都市

部に集中しており、その他の市町村、特に岡山県

北部では人口減少が深刻化しています。 

 国勢調査の結果を見ると、真庭市では、真庭市

の誕生した2005年から2020年にかけて9,057人、

新見市では、2005年から2020年にかけて7,994人

と、約２割の人口が減っており、現在も減少傾向

にあります。 

 人口減少が深刻化していくと、生活インフラや

財政、選挙における１票の格差に悪影響を及ぼす

ことが考えられます。 

 こうした状況を食い止め、地域の活力を維持、

回復していくためには、若者に選ばれるよう、県

内の雇用をより良質で魅力ある環境にしていくこ

とが必要だと考えます。 

 その理由としては、良質な雇用の不足により、

よりよい労働待遇を求めて都市部に流出している

ことが考えられるからです。 

 現に、令和６年度の岡山大学及び同大学院の卒

業、修了者の就職状況を見ると、岡山県での就職

は全体の約25％であり、約75％の人が就職のため

に県外に出ていってしまっています。 

 若者に選ばれる地域を創出するためには、若者

にこの地域で働きたいと思ってもらえる環境をつ

くる必要があります。そのためには、雇用する側

となる地元企業との協力や情報発信の仕組みが必

須だと考えます。 

 例えば将来の働き手となる地元の高校生や大学

生に向けて、岡山県の企業で働く賃金や労働環境

などについてのメリットを企業自身がプレゼンし

たり、実際に仕事を体験するといったイベントを

県が主体となって行ったりすることが考えられま

す。 

 また、県外の若者にも、岡山県内の企業で働く

ことへの魅力を企業自身が発信し、それを県がサ

ポートしていくという仕組みをつくるのも、有効

な雇用創出の手段であると考えられます。 

 そこで次の２点についてお伺いします。 

３番（佐藤 漣君）  改めまして、佐藤漣です。 

 質問の１つ目は、岡山県で進めている他県の大

学との就職支援協定についてです。 

 岡山県では、神奈川大学や広島工業大学など、

計45校の県外大学と岡山県内の就職の促進の協力

を行うことを取り決める就職支援協定を締結して

います。 

 この協定は、都市部だけでなく、人口減少地域

への人材還流につながっているのか、お聞かせく

ださい。 

 

 また、２つ目は、県が行っている良質な雇用創

出のための取組についてです。 

 岡山県では、先ほど述べたような他県の大学と

の就職支援協定のほかにも、今年10月に大阪で開

催された若者と岡山の企業リーダーとの交流会な

どの取組が行われています。 

 しかし、依然として人口減少地域での人口減少

は進行しています。 

 良質で魅力ある雇用創出は、人口増加だけでな

く、地域経済の発展による地域の活性化も期待で

きます。 

 そこでお伺いします。 

 岡山県として、人口減少地域での良質な雇用の

創出に関する政策や取組は検討されているのか、

お聞かせください。 

 以上２点について、産業労働警察委員長にお伺

いします。 

高校生議長（山本泰暉君）  答弁を求めます。 

 大橋産業労働警察委員会委員長。 
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〔 産業労働警察委員会委員長 大橋和明君 

  登壇 〕 

産業労働警察委員会委員長（大橋和明君）  委

員長の大橋でございます。昼からもよろしくお願

いします。 

 それでは、お答えいたします。 

 県内の雇用の創出を促す取組についてでありま

すが、お話の就職支援協定では、協定締結校にお

いて、県等が開催する就職に関するイベント情報

等を学生に提供していただくことや、学内で開催

されるＩＪＵターン就職相談会等へ県職員や県内

企業の若手社員から成る就活サポーターを参加さ

せることなどを取組項目としているところであり

ます。 

 このような取組を通じ、県外の学生に向け、県

内企業を知る機会を提供することで、将来の就職

先の選択肢として本県の存在感が増し、県内各地

への人材還流につながっているものと考えており

ます。 

 

 次に、人口減少地域での良質な雇用の創出につ

いてでありますが、県では、これまで誰もが働き

やすい職場環境の整備に向け、取組事例集の作成、

配布やセミナーの開催等により、機運の醸成や先

進事例の紹介を行い、労働環境や雇用条件の改善

を図るとともに、創業の支援も進め、新たな企業

の創出に取り組んできたところであります。 

 また、県外企業に対して、東京、大阪での企業

立地セミナーや企業訪問を通じて、自然災害の少

なさや充実した交通インフラ等、優れた立地環境

のＰＲを行い、本県への立地を働きかけていると

ころであります。 

 さらに、先月開催されたおかやまテクノロジー

展2025において、県内の高校生等が優れた技術を

持つ魅力的な県内企業を知る機会を創出するため、

高校生等を招待したところ、過去最高の約2,500

人が来場し、高校生からは、就職に向けて役立つ

情報がたくさんあってよかったというような声が

あったと聞いています。 

 これらの取組に併せ、中山間地域など人口減少

が進む地域においては、農業や観光など地域資源

を生かした産業の振興を図ってきたところであり、

引き続きこうした施策を通じ、人口減少地域を含

む県内の人材の還流や良質な雇用創出がなされる

よう、本委員会としてもしっかり議論してまいり

たいと存じます。 

 以上でございます。 

高校生議長（山本泰暉君）  再質問はあります

か。 

 再質問を認めます。 

 項目を指定した上で再質問してください。 

１番（塩谷彗悟君）  大きな２つ目の質問の就

職支援協定について再質問します。 

 先ほど就職支援協定によって、県外の若者に将

来の選択肢に岡山県の存在感を増すことができて

いると考えているとお答えいただきましたが、よ

りこの協定を県内の雇用増加、ひいては人口増加

に対して効果のあるものにするためには、これか

らどうすればよいと考えておられるのかをお聞か

せください。 

高校生議長（山本泰暉君）  答弁を求めます。 

 大橋産業労働警察委員会委員長。 

〔 産業労働警察委員会委員長 大橋和明君 

  登壇 〕 

産業労働警察委員会委員長（大橋和明君）  再

質問にお答えします。 

 先ほど就職支援協定を、さらに県内の雇用の創

出ということでありましたが、この就職支援協定

は、過疎地域というか、県内というか、県北の地

域、こういったところだけでなくて、岡山県全体

として、岡山県へＵターンしてもらうというよう

なことで、県内外の大学のほうへお願いして紹介

していただいているものでございます。 

 そして、人口減少地域には、やはりリモートワ

ークやサテライトオフィスなど誘致によって、都

市の優良な企業の方にこっちへ出てきてもらう。
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こういったようなことが一番いいかなというもの

と、それから地元のほうでは、地元の農産物や観

光資源を生かした新しいビジネスを育てたり、起

業する人を支援するスタートアップというのがあ

るんですが、こういった支援も県としてもやって

います。 

 インフラ整備を進めることなどで、若者が定着

できる魅力的な就職環境を整備し、持続的な地域

経済の構築に、引き続き委員会としても取り組ん

でまいりたいというふうに思っておりますので、

これからも頑張っていきたいと思います。 

 以上でございます。 

高校生議長（山本泰暉君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（山本泰暉君）  ないようですので、

以上で倉敷古城池高等学校の議員による質問を終

わります。（拍手） 

 引き続き、次の質問を行います。 

 岡山東商業高等学校、橋本愛議員、城守由聖議

員、東原望愛議員に発言を許します。 

〔 ６番 橋本 愛君、７番 城守由聖君、 

  ８番 東原望愛君 登壇 〕 

８番（東原望愛君）  岡山県立岡山東商業高等

学校、東原望愛です。 

７番（城守由聖君）  同じく城守由聖です。 

６番（橋本 愛君）  同じく橋本愛です。 

８番（東原望愛君）  改めまして、岡山県立岡

山東商業高等学校、東原望愛です。よろしくお願

いします。 

 岡山県産桃のＰＲ・販路拡大について質問いた

します。 

 岡山県はくだもの王国と言いながら、主力の果

物である桃やブドウの収穫量は、山梨県を筆頭に

大きく水をあけられている状況であると思います。 

 本校の総合ビジネス科設定科目である商品開発

と流通の授業実践として、県庁食堂と連携し、規

格外の桃を使ったスイーツを考えるという企画に

取り組みました。 

 ＳＤＧｓの観点やアップサイクルの考え方を学

ぶことができ、非常に充実した取組となりました

が、同時に、岡山の白桃ならではの特徴や県内の

産地など、様々な事柄を学習しました。 

 また、ふだんでは知ることができない桃の生産

者の熱い思いも知ることができました。 

 ふだん、何げなく食べていた桃のルーツを少し

は知ることができ、非常にうれしい気持ちになり

ましたし、誇らしい気持ちにもなりました。 

 そして、県産品である桃のよさを再発見し、こ

のおいしさを全国や世界にもっと広めたいと強く

考えるようになりました。 

７番（城守由聖君）  城守由聖です。 

 ＰＲだけなら、ＳＮＳなどを駆使すれば、高校

生の私たちだけでもできます。単なる打ち上げ花

火で終わらせるのではなく、今後、持続可能な取

組とするためにも、公的な機関による仕組みづく

りが非常に大切だと考えました。 

 

 岡山県産の桃を、富士山といえば日本みたいに、

桃といえば岡山と、全国や世界に、どう言わしめ

るつもりなのでしょうか。 

 岡山県として、どのようにし、ＰＲ・販路拡大

しようと考えているのか、農林水産委員長にお伺

いします。 

高校生議長（山本泰暉君）  答弁を求めます。 

 清水農林水産委員会委員長。 

〔 農林水産委員会委員長 清水 薫君 

  登壇 〕 

農林水産委員会委員長（清水 薫君）  皆様、

改めまして、こんにちは。 

 お答えいたします。 

 岡山県産桃のＰＲ・販路拡大についての御質問

でありますが、本県の桃は明治８年に栽培が始ま

り、今年で150年目を迎え、先人が培った袋がけ

栽培技術による全国的にも珍しい白い桃であるこ

とや、繊維質が少ない滑らかな食感、みずみずし
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い甘さ、芳醇な香りなどの品質の高さで他県産と

の差別化が図られております。 

 こうした他県産に多い赤い桃との違いを東京や

大阪の市場関係者や消費者にＰＲすることで、１

つずつ丁寧に袋がけして生産された岡山の白桃の

販売拡大を図っているところであります。 

 特に、品質の高さから、高級果物として人気が

高く、首都圏の高級果物専門店等と連携し、店頭

での丁寧な説明によるＰＲ販売やデジタルマーケ

ティングによるターゲットを絞った効果的な情報

発信、さらには高級スイーツ店での白桃を使った

期間限定メニューの提供などに取り組むとともに、

台湾や香港など海外市場への輸出促進も図ってい

るところであります。 

 今後とも、こうした取組や市場からの出荷要請

に応えられる生産拡大を進めたいと考えておりま

す。 

 本委員会としても、供給力強化と販売拡大によ

りブランドの強化が図られるよう、しっかりと調

査、審査を深めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

高校生議長（山本泰暉君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（山本泰暉君）  ないようですので、

以上で岡山東商業高等学校の議員による質問を終

わります。（拍手） 

 ここで議長を交代いたします。しばらくお待ち

ください。 

〔 高校生議長山本泰暉君退場、 

  高校生議長神﨑康成君議長席に着く 〕 

 

高校生議長（神﨑康成君）  会議を再開いたし

ます。 

 高梁高等学校、田口陽菜議員、坂本颯太議員、

道下結月議員に発言を許します。 

〔 ９番 田口陽菜君、10番 坂本颯太君、 

  11番 道下結月君 登壇 〕 

９番（田口陽菜君）  岡山県立高梁高校の田口

陽菜です。 

 まず、道路整備についてお伺いします。 

 私たちが生活する地域では、通学や買物、通勤

など、日常の移動の際に、よく山道を通ります。

しかし、その道を通るときに、道路の整備不足を

感じることが少なくありません。 

 落石や倒木が道路を塞いでいたり、電線に木の

枝がかかっていたり、植物が過剰に生い茂って見

通しが悪くなっていたりといった状況がよく見受

けられます。 

 

 例えば県道下鴫川上線は、木が生い茂っており、

見通しが悪く、事故発生の危険性が高いと感じま

す。また、県道上大竹種線を通行している際には、

木の枝が車体に当たることもあり、十分に整備が

行き届いていないとも感じています。 

 こうした箇所は、日常的に利用する道路である

にもかかわらず、危険が身近に存在していること

を示しています。 

 地方のごく限られた地域でさえ、既に多くの県

道で整備の不十分な箇所が確認されているのです

から、県内全域に目を向けた場合、同様の整備不

足がさらに多数存在している可能性が高いと考え

られます。 

 整備が追いつかず、危険な箇所が放置されてい

る現状は看過できません。特に、落石や倒木は運

が悪ければ人命に関わる事故にもつながりかねず、

一刻も早い対処が必要です。 

 県は、こうした山間部の道路の現状をどの程度
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把握しておられるのでしょうか。また、安全を確

保するために、どのような対策を進めているので

しょうか。 

 あわせて、土木委員長にお尋ねします。 

１１番（道下結月君）  道下結月です。 

 次に、落石防止対策についてお伺いします。 

 山道を通っていると、落石注意と書かれた看板

を多く見かけます。しかし、看板が立っているだ

けで、落石を防ぐためのネットや柵が設置されて

いない箇所が多いのが現状です。 

 注意喚起の看板だけでは落石そのものを防ぐこ

とはできません。あくまで注意してくださいと伝

えるだけで、根本的な解決にはなっていないと感

じます。 

 県として、こうした危険箇所に対して、落石防

止工事などの具体的な整備計画を策定しているの

でしょうか。 

 もし、現時点で策定の予定がない場合、今後、

どのように対応していく考えなのか、土木委員長

にお伺いします。 

１０番（坂本颯太君）  坂本颯太です。 

 最後に、地域間の対応差についてお伺いします。 

 県庁所在地周辺や交通量の多い主要道路では、

道路の補修や防災対策が比較的早急に行われてい

るように感じます。 

 もちろん、人や車の往来が多い地域を優先して

整備するのは理解できます。しかし、交通量が少

ないからといって、地方を後回しにしてよい理由

にはなりません。 

 地方の道も、そこに暮らす人々にとっては生活

に欠かせない重要なインフラであり、通学路や通

勤路として使われる以上、安全性が確保されなけ

ればなりません。 

 災害や事故が起きてからでは遅く、予防的な整

備こそが命を守る対策だと考えます。 

 平等とまではいかなくても、地方の道路に対し

ても、より迅速に対応できる仕組みづくりや、県

民からの通報をよりスムーズに反映できる制度の

導入なども検討していただければと思います。 

 県としての現状の把握と今後の取組や計画的な

点検、補修の頻度、優先順位のつけ方について、

土木委員長にお伺いします。 

高校生議長（神﨑康成君）  答弁を求めます。 

 小倉土木委員会委員長。 

〔 土木委員会委員長 小倉 博君 登壇 〕 

土木委員会委員長（小倉 博君）  お答えいた

します。 

 道路整備についてでありますが、県では、管理

する全ての道路を週１回以上、パトロールするこ

とで道路の現状を把握しており、そのうち山間部

の道路沿いには、樹木が生い茂るなど見通しの悪

い箇所が数多くあると承知しております。 

 このため、年１回を基本とした道路の草刈りや

通行の支障となる樹木の伐採など、維持作業を行

っているところであります。 

 次に、落石防止対策についてでありますが、県

では、岡山県道路防災整備計画を策定しており、

この計画に基づき、危険度の高い箇所や災害時に

救急活動や物資の輸送を担う緊急輸送道路を優先

的に、落石を防ぐための柵や網の設置などの防災

対策を進めているところであります。 

 最後に、地域間の対応差についてでありますが、

地方や都市部にかかわらず、道路を常時良好な状

態に保つよう維持する必要があることから、日常

のパトロールや県民の皆様からの情報提供等によ

り、状況をしっかりと把握しながら、引き続き適

切な維持補修に努めてまいりたいと存じます。 

 本委員会といたしましても、道路整備に当たり、

学生の皆さんをはじめとする様々な道路利用者の

視点に立ち、議論を行ってまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

高校生議長（神﨑康成君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（神﨑康成君）  ないようですので、

以上で高梁高等学校の議員による質問を終わりま

す。（拍手） 

 引き続き、次の質問を行います。 

 中国デザイン専門学校、相野梨音議員に発言を

許します。 

〔 12番 相野梨音君 登壇 〕 

１２番（相野梨音君）  中国デザイン専門学校

の相野です。よろしくお願いします。 

 デジタルやネット文化と体を動かす活動をつな
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げる施策等について、健やかな体力づくり、現代

の生活スタイルとの両立という視点で質問と提案

をさせていただきます。 

 まず、現状についてですが、私たち高校生や若

い世代の体力が年々落ちてきているのは、ふだん

の生活スタイルや社会の変化が大きく関わってい

ると思います。 

 県が公表している調査でも、自主的に運動する

習慣を持ちたいと思う児童生徒の割合が減ってい

ると報告されていて、私たちが行ったアンケート

でも、放課後の時間はスマホやネット、動画やＳ

ＮＳに使ってしまい、体を動かす時間が取れてい

ないという声が多くありました。 

 こうした状況は、体力だけの問題ではありませ

ん。今は、生活も遊びも友達とのやり取りも、ス

マホやネットを通して行うのが当たり前になって

います。これからは、ＡＩが、もっと生活の一部

になっていくと思います。 

 インスタの投稿やＶチューバーのライブ配信、

ゲームやオンラインイベント、メタバースでの交

流などは、私たちにとって大事な関心事であり、

表現の場でもあります。決して否定するつもりは

ありません。 

 しかし、その一方で、体を動かす機会が少なく

なり、健康な体力を身につける意識が薄れている

のも事実です。 

 社会を元気にするには、県民一人一人が健康的

な生活習慣を持つことが欠かせないと思います。

体力や健康を保つことで、病気の予防につながり、

毎日の生活がもっと活動的なものになり、人との

つながりも強くできるはずです。 

 ネットだけでは得られないリアルな交流や体験

が、私たちの生きる力を育てると思います。 

 岡山県では、スマホやネットに依存しがちな若

者でも、自然と体を動かせるような施策はどれく

らい行われているのでしょうか。 

 例えばスマホとウオーキングを組み合わせた仕

組みや、ＡＲを使ったまち歩きイベント、ｅスポ

ーツとリアルな体験型スポーツを融合した企画な

ど、若者が興味を持てる取組についても検討が必

要だと思います。 

 また、私たちからの提案です。 

 高校生の関心事には、インスタ投稿、Ｖチュー

バーのライブ、コミケやコスプレイベント、ｅス

ポーツ大会などがあります。こうした活動は、一

見インドアですが、見方を変えれば外に出て参加

するきっかけになります。 

 例えばｅスポーツがスポーツとして認められつ

つあるように、コスプレやライブイベントを市民

文化の交流として位置づけ、多目的施設やアリー

ナで行うことができれば、外出のきっかけになり、

結果的に活動的な生活につながると考えます。 

 以上を踏まえて、２点、お伺いします。 

 

 １点目、現在の実施・検討状況について。 

 デジタルやネット文化と体を動かす活動をつな

げて、健康的な生活習慣を定着させる施策につい

て、現在、どのようなものが実施、検討されてい

るのか、環境文化保健子ども福祉委員長にお伺い

します。 

 ２点目、高校生が主体的に参加できる新しい体

力づくりについて。 

 スマホやネットが当たり前に手元にある現代で

は、学校においてデジタル技術を活用しながら、

児童生徒が主体的に体力づくりに取り組んだり、

自然と体を動かすことの楽しさを実感したりする

ことができる事業を展開することが重要だと思い

ますが、いかがでしょうか。文教委員長にお伺い

します。 

 私たち高校生は、スマホやネット、ＡＩと共に

生きる時代にいます。しかし、体を動かすことの

楽しさや体力があることで得られる安心感を大切

にしたいとも思っています。 

 デジタルと運動習慣をうまく融合させて、もっ

と健康で魅力ある岡山をつくることができればと

思います。どうぞよろしくお願いします。 
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高校生議長（神﨑康成君）  答弁を求めます。 

 松島環境文化保健子ども福祉委員会委員長。 

〔 環境文化保健子ども福祉委員会委員長 

  松島幸一君 登壇 〕 

環境文化保健子ども福祉委員会委員長（松島幸一

君）  お答えいたします。 

 デジタルやネット文化と体を動かす活動をつな

げる施策等についての質問であります。 

 現在の実施・検討状況についてでありますが、

県では、健康増進計画である第３次健康おかやま

21を策定し、生活習慣の改善に向けた施策の一つ

として、身体活動、運動の推進に取り組んでおり

ます。 

 オンラインやアプリケーション等のデジタル技

術を積極的に活用することで、より効果的、効率

的に身体活動、運動の推進を図ることは重要であ

り、県では、民間事業者と連携したスマホアプリ

を活用したオンラインのウオーキングイベントの

ほか、デジタル技術を用いたスタンプラリー、オ

ンラインによる効果的な運動方法の動画配信等を

実施しているところであります。 

 お話のデジタルやネット文化を活用し、体を動

かす活動につなげて、健康的な生活習慣を定着さ

せる施策については、様々な可能性があると考え

ており、引き続き民間事業者との連携なども視野

に入れながら、本委員会といたしましても、いた

だきました、まさに中国デザイン専門学校の皆さ

んらしいコスプレやライブイベントなどによる外

出のきっかけづくり、活動的な生活に関する御提

言も参考に、しっかりと委員会で議論してまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

高校生議長（神﨑康成君）  答弁を求めます。 

 乙倉文教委員会委員長。 

〔 文教委員会委員長 乙倉賢一君 登壇 〕 

文教委員会委員長（乙倉賢一君）  お答えいた

します。 

 児童生徒が主体的に参加できる新しい体力づく

りについてでありますが、スクリーンタイムの増

加など生活様式の変化により運動時間が減少した

ことで、児童生徒の体力が低下していることや運

動習慣が定着していないことが県としても課題で

あると認識しております。 

 そのため、県教委では、体力向上に関する研修

会の実施や授業改善の推進、体育専科の教員の配

置等により体育、保健体育授業の充実に努めると

ともに、児童生徒が体力向上の目標を設定し、自

己記録の更新にチャレンジするマイベストチャレ

ンジやビンゴの要素を取り入れた運動習慣カード

の活用など、児童生徒が主体的に体力づくりに取

り組む事業を実施しております。 

 この御提案のデジタル技術の活用については、

児童生徒の興味や関心を引き出し、運動の楽しさ

を実感させることに効果的であると考えておりま

す。 

 現在、県教委では、マイベストチャレンジや運

動習慣カードの取組を各自の端末で活用できるよ

うな工夫や、ネット上で記録やタイムを競うチャ

レンジランキングの取組、家庭でも手軽にできる

運動を紹介した動画の活用などにより、運動が好

きな児童生徒を増やす取組を進めております。 

 デジタル技術の進歩は目覚ましく、新しい技術

やサービスが次々と登場すると考えられることか

ら、本委員会としても、デジタル技術のさらなる

効果的な活用方法について、県教委の取組を支援

してまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

高校生議長（神﨑康成君）  発言時間を超過し

ていますので、再質問はできません。 

 以上で中国デザイン専門学校による質問を終わ

ります。（拍手） 

 ここで議長を交代いたします。しばらくお待ち

ください。 

〔 高校生議長神﨑康成君退場、 

  高校生議長青江真瑚君議長席に着く 〕 

 



−40−

 

高校生議長（青江真瑚君）  会議を再開いたし

ます。 

 井原高等学校、井上貴仁議員、大榎日陽議員、

木山尭明議員、武藤嘉伸議員に発言を許します。 

〔 14番 井上貴仁君、15番 大榎日陽君、 

  16番 木山尭明君、17番 武藤嘉伸君 

  登壇 〕 

１４番（井上貴仁君）  県立井原高等学校の井

上貴仁です。 

１５番（大榎日陽君）  大榎日陽です。 

１６番（木山尭明君）  木山尭明です。 

１７番（武藤嘉伸君）  武藤嘉伸です。よろし

くお願いします。 

 私たちからは、選挙の投票率の向上について質

問させていただきます。 

 現在、日本では、選挙の投票率の低下が顕著と

なっています。 

 近年の岡山県知事選挙の投票率を見ると、平成

24年、平成28年、令和２年の選挙では、それぞれ

38.64％、33.91％、33.68％と、とても低い投票

率になっています。 

 令和６年の選挙では、50.47％と、それまでの

３回の選挙に比べると向上しましたが、それでも

有権者の約半数にとどまっています。 

 特に10代、20代の若者の投票率は、学校での主

権者教育の取組が進められているにもかかわらず、

依然として低い状況にあります。 

１６番（木山尭明君）  このような状況は、私

たち若い世代が自分たちの生活を自分で考え、自

分たちが住む社会をつくり上げていくというせっ

かくの権利を生かしていないことを意味しており、

政治への関心の低さという点でも大きな問題であ

ると考えます。 

 投票率の低下には、政治への無関心、時間的な

制約、投票所へのアクセスの問題など、様々な要

因があります。 

 しかし、私たちは、投票という行為をすること

によるメリットが不足していることもその一因で

はないかと考えます。 

 そこでこの状況を改善し、投票率の向上につな

がるため、私たちは２つの取組に注目しました。 

１５番（大榎日陽君）  １つ目は、今、注目を

浴びているセンキョ割という取組です。 

 センキョ割とは、投票後に発行される投票済証

明書やその写真がクーポンの代わりとなり、参加

店舗で特典や割引が受けられるというサービスで

す。 

 積極的にこの制度を宣伝することで、加盟店に

は新規顧客が増え、投票率の向上にもつながると

いう好循環が生まれます。 

 これにより、地域経済の活性化に寄与するとと

もに、選挙をより身近に感じるきっかけとなり、

投票率にもよい効果がもたらされるのではないの

かと考えています。 

１４番（井上貴仁君）  ２つ目は、その発展的

な取組として、岡山県や県内市町村の公共施設の

使用料を割引するというものです。 

 

 例えば投票済証明書を提示することで、岡山県

庁舎内にあるおかやま晴れの国食堂でメニューの

割引をしたり、井原市にある井原市立平櫛田中美

術館の入館料を割引するなどの方法です。 

 公共施設が割引を行うことで、ふだんは利用す

ることのない施設を訪れるよいきっかけにもなり、

投票率の向上も期待できると思います。 

 以上の２点から、私たちは投票率を向上させる

ためには、投票することでいいことがあると感じ

られるような仕組みづくりが大切だと考えます。 

 せっかくだから投票に行こうと思えるようにす

るために、岡山県では、私たちの提案も含めて、

投票率の向上に向け、今後、どのような取組を行

っていくのか、総務委員長にお伺いします。 

高校生議長（青江真瑚君）  答弁を求めます。 

 河野総務委員会委員長。 

〔 総務委員会委員長 河野慶治君 登壇 〕 

総務委員会委員長（河野慶治君）  お答えいた
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します。 

 選挙の投票率向上についての御質問ですが、私

たちが暮らす世界の仕組みは、選挙で選ばれた代

表者の手により政治が決定しており、皆さんは選

挙権を行使することで政治に参加することができ

ます。 

 多様な背景を持つ多くの人々の意思を反映した

政治が行われるためには、有権者それぞれが他人

任せにすることはなく、社会の課題について考え、

自分なりに判断し、投票を通じて政治に参加して

いくことが大切であります。 

 こうした趣旨からも、御提案のセンキョ割は多

くの有権者への訴求が期待できるものであり、民

間事業者が主体となる取組としては一定の効果が

見込まれるものと考えておりますが、一方で特典

等による投票誘導は、本人の自発的意思に基づく

選挙権の行使という公職選挙法の趣旨を踏まえる

と、選挙の適正な管理執行を担う立場の県や市町

村が主導して制度の宣伝や公共施設使用料の割引

を行っていくことは、慎重であるべきと考えてお

ります。 

 遠回りに見えても、投票の意義や選挙の仕組み

について理解を促し、選挙を通じ、自分の声を政

治に届ける有権者を一人でも増やす地道な努力が

大切であると考えております。 

 県では、これまでも、高校等に職員を派遣し、

主権者教育として出前授業や模擬投票を実施して

きたところであり、今後とも、皆さんの意見も聞

きながら工夫を重ね、投票は、自分たちの生活を

自分で考え、自分たちの住む社会や学校を創造し

ていくための大切な権利であることを広く普及し、

投票行動につなげてまいりたいと思っております。 

 最近は、学校の校則なんかでも、自分たちで考

えていこうといった取組も様々な学校で行われて

います。自分の学校で決められたものをそのまま

守るだけではなく、今の社会変化に合わせて、自

分たちで校則を決めていこう、考えていこうとい

った、そういったものが一つ、主権者教育の大き

な面であるかと思います。 

 このたび、皆さんからいただいた御提案は大変

貴重なものでもあります。本委員会としても、投

票率の向上に向けた取組について、また主権者教

育について、しっかりと議論してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

高校生議長（青江真瑚君）  再質問はあります

か。 

 再質問を認めます。 

 項目を指定した上で再質問してください。 

１４番（井上貴仁君）  項目１、選挙の投票率

の向上についての質問について、再質問を行いま

す。 

 私たちは、先ほど投票率の低下には政治への無

関心、時間的な制約、投票所へのアクセスの問題

などの問題を列挙しました。 

 その中で、特に政治への無関心に注目しました。 

 投票率の低下は、各政党や各立候補者の考えが

広まっていないからではないか、と考えられます。 

 実例として、井原高校には、過去に他県で働い

ていた先生で、他県に住まれていた先生がおられ

ます。その先生が住んでいた県では、県の投票所

では、投票所で選挙公報が配られたり、貼られて

いることで、その場で公約が何かが分かっていま

した。その後、岡山に帰ってくると、それがなく、

公約がその場で何かが分からない。つまり、投票

しにくいという状況になっていました。 

 岡山でも、先生が住んでいた他県のように投票

所で選挙公報を配ったり、ポスターを貼ることで、

行けば各政党や立候補者が何を公約に掲げている

かを分かりやすくすることができると考えます。 

 そうすれば投票所に行くことで、どこに投票す

るかを決められるという状況となり、投票所に行

きやすくなるのではと考えます。 

 よって、他県の投票所で行われている選挙公報

の配布や選挙公報を貼り付けるといったことを行

ってみてはいかがでしょうか。 

 以上で再質問を終わります。 

高校生議長（青江真瑚君）  答弁を求めます。 

 河野総務委員会委員長。 

〔 総務委員会委員長 河野慶治君 登壇 〕 

総務委員会委員長（河野慶治君）  再質問にお

答えいたします。 

 御提案ということでありがとうございました。 

 都道府県等で、また違いがあるかもしれません
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し、公職選挙法の関係もありますんで、投票所の

周りにたくさん掲示物を貼るというのは禁止され

ていたりするんですけれども、その中でも、きち

んと候補者の政策等が見えるような形というのは

確かに必要かと思いますし、行って、名前だけで

選ぶと、名前だけで考えられるわけでもないです

から、そういったことを早めに、もっと早めにし

っかりＰＲできるような、広報を見てもらえるよ

うなＳＮＳを通じた戦略とか、そういったことを

しっかりやっていくことで、この人はこういうす

ばらしい考えを持っているんだな、それに共感し

たり期待をしていく、それが投票行動になってい

く。 

 それを目指す方向は一緒だと思いますので、ぜ

ひ様々な形でできるように、岡山県でも頑張れる

ようにしっかり協議をしていきたいと、提案をし

ていきたいと思います。 

 貴重な御意見、ありがとうございました。 

高校生議長（青江真瑚君）  発言時間を超過し

ていますので、再質問はできません。 

 以上で井原高等学校の議員による質問を終わり

ます。（拍手） 

 引き続き、次の質問を行います。 

 岡山後楽館高等学校、浮田紗和議員、大川乃楓

議員、佐藤真心議員、清水心愛議員、森祐太議員

に発言を許します。 

〔 18番 浮田紗和君、19番 大川乃楓君、 

  20番 佐藤真心君、21番 清水心愛君、 

  22番 森 祐太君 登壇 〕 

１８番（浮田紗和君）  岡山市立岡山後楽館高

等学校、浮田紗和です。 

１９番（大川乃楓君）  同じく大川乃楓です。 

２０番（佐藤真心君）  同じく佐藤真心です。 

２１番（清水心愛君）  同じく清水心愛です。 

２２番（森 祐太君）  同じく森祐太です。 

１９番（大川乃楓君）  私たちからは、災害時

における障害のある方への避難支援について質問

させていただきます。 

 私たちは、総合的な探究の時間で、視覚、聴覚

に障害のある方が災害時に安心して避難できる環

境づくりについて、探求活動を行っています。 

 私たちゼミのメンバーに、視覚障害のある方の

ボランティアをしている人がいます。昨年の秋頃

から、定期的に週に２、３回、岡山駅から目的地

までの歩行介助を行っています。 

 現在、岡山駅では工事が行われており、介助し

ながら通路を通行すると、とても狭く感じ、安全

上、不安を感じています。 

 このような状況下で、もし災害が起きた場合、

私たちは安全に避難できるのでしょうか。いざと

いうとき、どのように行動すればよいのか、安全

な避難経路や避難場所を事前に確認していくこと

の重要性を強く感じています。 

 

 そこで２点お伺いします。 

 まず、障害のある方への避難支援についてです。 

 県内で過去に実施した民間企業による障害のあ

る方への避難訓練の今後の課題として、御近所の

方の協力を増やしたいという意見がありました。 

 地域住民の協力を増やすためには、日頃の交流

と情報の共有が欠かせないと考えます。 

 そこでお伺いします。 

 県では、地域におられる支援が必要な方の人数

やそうした方々がどういった支援を必要としてい

るのかについて、どのように把握されているので

しょうか。 

 そして、地域住民が、その情報を知るための方

法はあるのでしょうか。 

 また、障害の有無にかかわらず、地域住民全員

での避難訓練を実施してはいかがでしょうか。 

 ふだん利用している学校や施設内での避難経路

を把握していても、そこに至るまでの道中や駅構

内、バス停やコンビニでの買物の途中などで災害

が起きた場合の避難経路は把握できていない場合

があると思います。 

 そのため、ふだんの生活をしているときに、
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「もし今、災害が起きたら」をみんなで体験し、

避難について考える必要があると思います。 

 その際、支援が必要な方と一緒に避難するため

にはどうすればいいか、直接その方々から話を聞

いたり手助けの方法を教えてもらったりすること

で、より現実的な避難訓練になると思いますが、

いかがでしょうか。総務委員長にお伺いします。 

１８番（浮田紗和君）  浮田紗和です。 

 ２点目、災害時サポートブックの活用促進に向

けた取組についてお伺いします。 

 平成30年７月の西日本豪雨を教訓に、「災害時

サポートブック～私の避難プラン～」では、障害

のある方やその御家族が、身近な人の支援の下、

障害のある人一人一人に応じた避難行動計画を作

成するようになっています。 

 私たちは、今回初めてサポートブックの存在を

知ったのですが、市町村や障害者施設などにおけ

るサポートブックの活用状況について、どのよう

に認識されていますか。 

 また、活用についての課題等あれば、併せて教

えてください。 

 加えて、サポートブックの活用促進に向けて、

どのように取り組んでいるのでしょうか。 

 また、障害のある方やその御家族、家族の直接

の支援者がサポートブックを活用されることはも

ちろんですが、現在、支援者として組み込まれて

いない私たち高校生や一般の人たちも、広くサポ

ートブックの存在を知っておくことで、災害時に

偶然居合わせた場合に支援できることが増えると

思います。 

 一般市民への広報など、県の取組があれば教え

てください。 

 加えて、私たちは、ボランティア活動や手話の

勉強など、日常的に行っていることで、何かお手

伝いができればと考えています。 

 避難行動要支援者を支える一員として高校生も

参加したいと思いますが、何から始めればいいで

しょうか。環境文化保健子ども福祉委員長にお伺

いします。 

高校生議長（青江真瑚君）  答弁を求めます。 

 河野総務委員会委員長。 

〔 総務委員会委員長 河野慶治君 登壇 〕 

総務委員会委員長（河野慶治君）  お答えいた

します。 

 災害時における障害のある方への避難支援につ

いてお答えいたします。非常に大切なことだと思

っております。 

 障害のある方など、災害時の避難に支援の必要

な方については、法律に基づき市町村が名簿を作

成することで把握をしており、名簿には人数はも

とより、障害の種類や程度など、支援の判断に必

要となる情報も記載されております。 

 また、市町村は、名簿の一人一人の避難方法や

具体的な支援内容をあらかじめ決めておく避難計

画の作成に取り組んでおり、これにより支援が必

要な方の情報をより詳細に把握することが可能と

なっております。 

 なお、この名簿や計画に記載された情報は、個

人情報であることから、地域住民の方々へ一律に

提供することは困難でありますが、支援を必要と

する御本人の同意を得られた場合には、民生委員

や自主防災組織などの避難支援に携わる地域の方

へ提供することは可能であります。 

 次に、地域住民が参加する避難訓練についてで

ありますが、地域特性やお住まいの方々の状況に

応じて実施する訓練は、大変有効と考えておりま

す。 

 県内でも、多様な住民が参加し、避難経路を確

認するなどの実効性の高い訓練を実施している事

例があることから、より多くの地域でこうした訓

練に取り組んでいただけるよう、市町村に働きか

けてまいりたいと思います。 

 引き続き、障害のある方への避難の確保につい

て、本委員会としてもしっかりと議論してまいり

たいと存じます。 

 以上でございます。 

高校生議長（青江真瑚君）  答弁を求めます。 

 松島環境文化保健子ども福祉委員会委員長。 

〔 環境文化保健子ども福祉委員会委員長 

  松島幸一君 登壇 〕 

環境文化保健子ども福祉委員会委員長（松島幸一

君）  お答えいたします。 

 まずは、災害時サポートブックに関心を寄せて

いただきましてありがとうございます。 
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 この災害時サポートブックの活用促進に向けた

取組についての御質問でありますが、障害者団体

において、会員である個人や事業所等への配布を

行っており、支援者や家族が本人から聞き取った

内容でサポートブックを作成する市があるほか、

このサポートブックの簡易版を作成し、その活用

に取り組んでいる市町村もありますが、作成数ま

では把握できていない状況です。 

 また、サポートブックには、家族以外で避難を

支援してくれる人や主治医、町内会、自主防災組

織等の名称、民生委員の名前など、多くの情報を

記入する必要があるなど、作成の負担が大きいと

聞いており、こうしたことが活用が広がらない課

題と認識しております。 

 一部の市町村が取り組んでいるサポートブック

の作成支援や簡易版の利用などを市町村の防災、

危機管理の会議等で紹介することとしており、サ

ポートブックの活用が進むためには、どういった

工夫ができるのか、引き続き本委員会としても議

論してまいりたいと思います。 

 次に、広報については、サポートブックは障害

のある方やその家族が作成するもので、多くの個

人情報が記載されることから、広く県民に向けた

広報は行われておりませんが、障害のある方の避

難支援には、障害の特性に応じた配慮が必要であ

ることから、市町村や消防の職員、福祉関係者等

の支援に携わる方への周知を図っているところで

す。 

 高齢者や障害のある方の避難支援は、家族や親

戚、近隣住民の方などが基本となります。 

 高校生の皆さんが高いボランティア意識を持っ

ていただいていることを大変頼もしく思っており、

手話の勉強などもされているということで、まず

は日頃から障害のある方へのコミュニケーション

支援や思いやりのある行動を実践していただきた

いと思いますし、地域等での避難訓練などにもぜ

ひ積極的に参加していただくことを期待しており

ます。 

 以上でございます。 

高校生議長（青江真瑚君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（青江真瑚君）  ないようですので、

以上で岡山後楽館高等学校の議員による質問を終

わります。（拍手） 

 ここで議長を交代いたします。しばらくお待ち

ください。 

〔 高校生議長青江真瑚君退場、 

  高校生議長寺嶋海惺君議長席に着く 〕 

高校生議長（寺嶋海惺君）  会議を再開いたし

ます。 

 

 金光学園高等学校、淺野優斗議員、石井遥菜議

員、亀山実和議員、橘髙純議員、和田悠里議員に

発言を許します。 

〔 23番 淺野優斗君、24番 石井遥菜君、 

  25番 亀山実和君、26番 橘髙 純君、 

  27番 和田悠里君 登壇 〕 

２３番（淺野優斗君）  金光学園高等学校、淺

野優斗です。 

２４番（石井遥菜君）  同じく石井遥菜です。 

２５番（亀山実和君）  同じく亀山実和です。 

２６番（橘髙 純君）  同じく橘髙純です。 

２７番（和田悠里君）  同じく和田悠里です。 

２３番（淺野優斗君）  改めまして、金光学園

高等学校の淺野優斗です。よろしくお願いします。 

 私たちからは、まず「岡山ルール」の根絶と交
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通事故防止の取組についてお尋ねします。 

 インターネットなどで、岡山ルールと呼ばれる

ウインカーを出さずに曲がったり車線変更したり

するなどの運転マナーが全国的に知られるように

なり、岡山県民の評価を下げています。 

 その運転マナーの影響もあってか、人口10万人

当たりの交通事故死亡者数が2022年に全国ワース

ト、2023年も全国平均を上回っていました。 

 実際、私が家族の運転する車に乗っているとき

にも、危険な運転をしている車を何度も見かけま

した。日常的に交通ルールを守っている県民の安

心・安全が脅かされている状態ではないかと感じ

ています。 

 岡山ルールと呼ばれる危険な運転マナーの根絶

のために、警察官によるパトロールや街頭での取

り締まりなど、どのような活動に取り組まれてい

ますか。 

 

 また、岡山県内の交通事故は年間約５万件、う

ち人身事故は約5,000件発生しており、2019年か

らほぼ横ばいとなっています。 

 私たちの学校のある浅口市でも、先日、交通死

亡事故が起きました。 

 運転手に交通ルールの遵守を働きかけるなど、

交通事故防止のために県としてできることがまだ

まだあるのではないでしょうか。 

２４番（石井遥菜君）  石井遥菜です。 

 次に、ラウンドアバウトの交通ルールの周知徹

底についてお伺いします。 

 私の住む寄島町には、中四国地方初のラウンド

アバウトがあります。その交差点では、2011年か

ら2015年の５年間で計15件の事故が起きていまし

たが、ラウンドアバウト導入後は、走行速度が抑

えられることから、重大な事故が起きにくくなっ

ているように感じます。 

 しかし、町民やよく通る人以外には、交通ルー

ルがあまり浸透していないようです。適切な使い

方をしていない人もいて、危険な瞬間を何度も見

たことがあります。 

 歩行者として渡るときも、見えにくいライトが

つき、小さい音が鳴るだけで、あまり歩行者ボタ

ンの意味を感じていません。 

 ラウンドアバウトの通行ルールの認知度向上や

指導について、どのような取組をしていますか。 

２６番（橘髙 純君）  改めまして、橘髙純で

す。 

 最後に、ＳＮＳを使った闇バイト、特殊詐欺の

対策についてお尋ねします。 

 最近、ＳＮＳを使った闇バイトの勧誘、特殊詐

欺などが全国ニュースでよく取り上げられていま

す。 

 私たち高校生をターゲットにしたものは身近で

はあまり聞きませんが、大学生などの若者をター

ゲットにした闇バイトの事件は全国で起こってい

ます。 

 また、警察官をかたる電話による特殊詐欺事件

も頻繁に起こっています。 

 県として、このような事件を未然に防ぐために

どのような対策を行っておられますか。 

 以上３点について産業労働警察委員長にお尋ね

します。 

高校生議長（寺嶋海惺君）  答弁を求めます。 

 大橋産業労働警察委員会委員長。 

〔 産業労働警察委員会委員長 大橋和明君 

  登壇 〕 

産業労働警察委員会委員長（大橋和明君）  金

光学園高校からの御質問にお答えします。 

 まず、「岡山ルール」の根絶と交通事故防止の

取組についてお答えいたします。 

 まず、いわゆる岡山ルールと呼ばれる危険な運

転マナーの根絶についてですが、お話のとおり、

岡山県内のドライバーが右左折等をする際に合図

を出さなかったり、合図を出すのが遅いといった

運転行為を捉え、岡山ルールとして一部の報道等

で取り上げられていることや、県民から、これら

を改善し、運転マナーの向上を望む声があること
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は承知しています。 

 このような事態を踏まえ、県警察においては、

県独自の取組として、交差点の手前の道路上に右

左折時の合図を促す合図マークを設置しているほ

か、合図不履行違反の取り締まりやＳＮＳ等を活

用した広報啓発活動を推進するなど、交通安全意

識の醸成に努めております。 

 また、交通事故防止の取組として、交通事故発

生状況の分析結果等に基づき、交通事故多発交差

点等において、道路管理者との現場点検を行い、

交通安全施設の見直しや整備を行うなどの対策を

講じているほか、パトロールによる街頭活動や各

年齢層に応じた交通安全教育等を推進しており、

引き続きハード、ソフトの両面から交通事故防止

対策を進めてまいります。 

 次に、ラウンドアバウトの通行ルールの周知徹

底についてであります。 

 ラウンドアバウトは、信号機による交通規制が

行われないため、交通の円滑性の向上や交差点内

における速度抑制効果により、交通事故防止が図

られるものであります。 

 お話にありました寄島町地内のラウンドアバウ

トについては、平成28年４月の運用開始から現在

まで、人身交通事故の発生はなく、交通事故防止

に効果が認められております。 

 ラウンドアバウトの通行ルールの周知等につい

ては、自動車運転免許を取得する際に、その通行

方法についての教養を行うこととしているほか、

県のウェブサイトや県警察のＳＮＳ等を活用した

広報啓発にも取り組んでいます。 

 最後に、ＳＮＳを使った闇バイト、特殊詐欺の

対策についてお答えいたします。 

 特殊詐欺などを敢行する匿名・流動型犯罪グル

ープは、ＳＮＳ等で高額な報酬を示唆して犯罪実

行者を募集しており、こうしたいわゆる闇バイト

に応募した若者等が犯罪に加担している実態が認

められているところです。 

 そこで県警察は、学校での非行防止教室や防犯

講話、若者への訴求力の高いＳＮＳ等を通じて、

具体的な事例を交えながら、この悪質性、危険性

についての広報啓発を推進しています。 

 また、サイバーパトロールを強化し、犯罪実行

者募集情報を発見した場合には、その投稿者等に

対する個別警告やＳＮＳ事業者への削除依頼を積

極的に実施しております。 

 次に、特殊詐欺対策についてであります。 

 先般、新聞等でも大きく報じられましたが、本

県の本年10月末時点でのオレオレ詐欺等の特殊詐

欺発生状況については、認知件数、被害額ともに

前年同期比で大きく増加しております。 

 警察官等をかたり、現金等をだまし取る偽警察

詐欺の被害が急増し、若い世代への被害が拡大し

ているほか、国際電話を悪用するなど手口がます

ます巧妙化、複雑化しております。 

 こうした情勢を踏まえ、県警察では、「みんな

でとめよう！！国際電話詐欺」、通称「みんとめ」

運動を展開し、被害防止には国際電話の利用休止

が有効であることを広く呼びかけております。 

 また、ＳＮＳや企業を対象とした防犯講話等を

通じて、幅広い年齢層に対する被害防止広報を推

進するなど、タイムリーかつ伝えたい情報を伝え

たい相手に伝わる広報啓発を充実強化していると

ころでございます。 

 本委員会としましても、いわゆる闇バイトや特

殊詐欺等の犯罪の未然防止に向けた効果的な対策

について、しっかりと議論していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

高校生議長（寺嶋海惺君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（寺嶋海惺君）  ないようですので、

以上で金光学園高等学校の議員による質問を終わ

ります。（拍手） 

 引き続き、次の質問を行います。 

 林野高等学校、津田晴哉議員、中田悠利議員、

平尾暁議員、山本海人議員に発言を許します。 

〔 28番 津田晴哉君、29番 中田悠利君、 

  30番 平尾 暁君、31番 山本海人君 

  登壇 〕 

３０番（平尾 暁君）  岡山県立林野高等学校、

平尾暁です。 

 私たちからは、害獣被害対策について質問させ

ていただきます。 
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 林野高等学校では、「みまさか学」という授業

の中で、地域に根差した探求活動を行っています。 

 私たちの先輩たちの研究から、美作市において

は、イノシシや鹿による農作物への被害が年々深

刻化しているという課題があることを知りました。 

 野生鳥獣による農林水産被害金額は、岡山県全

体で３億円程度と依然として高い水準となってお

り、特に美作市は岡山県で見ても害獣被害が多く、

農家の方々はせっかく育った作物が食い荒らされ

たり畑を荒らされたりする被害に頭を抱えておら

れます。 

２８番（津田晴哉君）  津田晴哉です。 

 害獣被害対策として、電気柵やわななどの設置

によるハード面での対策が効果的であるとされて

いるものの、実際にはそのような対策を講じても、

動物が柵を飛び越えたり地面に穴を掘って突破し

たりするなど、被害が減らないという現状があり

ます。 

 近年、美作市では、農業従事者の高齢化も進み、

後継者不足から農業の担い手が減少しており、効

果的な駆除活動の継続が困難になることが予想さ

れ、これからさらなる害獣被害の悪化が懸念され

ます。 

 こうした現状を受け、美作市をはじめとする中

山間地域での野生動物による農作物被害に対して、

岡山県としてこれからどのような具体的な対策を

進めていこうとお考えですか。農林水産委員長に

お伺いします。 

２９番（中田悠利君）  中田悠利です。 

 次に、ジビエの利活用及び狩猟者への支援等に

ついて質問します。 

 美作市では、平成25年度に設置された獣肉処理

施設「地美恵の郷みまさか」において、国内トッ

プクラスの年間約1,500頭の獣肉を加工処理して

おり、その食肉をジビエ料理の食材として活用し

ています。 

 このように、被害をもたらすイノシシや鹿も、

有害鳥獣駆除により捕獲し、資源として活用する

ことで、地域にとってさらなる発展につながると

私たちは考えています。 

 しかし、害獣被害対策を担う猟師の方々も高齢

化が進み、猟師という仕事の危険度の高さや猟師

の仕事だけでは生活が難しいという実態から、担

い手不足が深刻な問題となっています。 

３１番（山本海人君）  山本海人です。 

 美作市のホームページでは、捕獲の担い手確保

対策として、県事業を活用し、狩猟免許取得に係

る経費の助成を行っていると記載されていました。 

 しかし、免許を取った後、どのように活動して

いけばよいのかが分からない猟師の方も多く、ま

た実際には猟師という仕事だけでは生活が難しい

状況と聞いています。 

 こうした現状を受け、ジビエの利活用を進める

ため、どのような支援を行っているのでしょうか。 

 また、狩猟者の担い手不足に対して、具体的に

どのような対策を進めていこうとお考えですか。 

 あわせて、農林水産委員長にお伺いします。 

 

高校生議長（寺嶋海惺君）  答弁を求めます。 

 清水農林水産委員会委員長。 

〔 農林水産委員会委員長 清水 薫君 

  登壇 〕 

農林水産委員会委員長（清水 薫君）  林野高

校の皆さん、こんにちは。 

 本当に、県北の中山間地域の大事な御質問、あ

りがとうございます。 

 まず、害獣被害対策について御質問であります

が、県では、農地と山林の間の草刈りなどの人と

鳥獣のすみ分け対策や、これと一体的に行う害獣

の種類に応じた侵入防止柵の設置などの防護対策、

有害鳥獣の捕獲への支援などの捕獲対策、さらに

は新規狩猟免許取得者への経費助成や捕獲技術の

研修といった猟の担い手の確保、育成などの対策

を市町村と連携し、総合的に進めております。 

 その結果、野生鳥獣による令和６年の被害金額

は、平成９年のピーク時に比べて半減するなど、
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大幅に減少しているところであります。 

 こうした中、近年、これまで被害が確認されて

いなかった地域での被害の発生や植林した杉、ヒ

ノキの苗木の鹿による食害など、新たな課題も生

じております。 

 このため、スピーカーを搭載したドローンによ

る鹿の追い込みやわな作動の遠隔での確認など、

ＤＸを活用した効率的な捕獲方法の実証を行うと

ともに、害獣被害対策の専門家を集落へ派遣し、

地域の実情に応じた効果的な柵、捕獲のわなの設

置や適切な管理など、技術指導の強化を図ってい

るところであります。 

 引き続き、本委員会としても、野生鳥獣による

農作物等の被害を減らす効果的な対策について議

論を行ってまいります。 

 

 次に、ジビエの利活用及び狩猟者への支援等に

ついての御質問でありますが、ジビエの利活用に

ついては、県では、捕獲獣が地域資源として有効

活用されるよう、市町村等が整備するジビエ処理

加工施設の設置費用を助成するとともに、県産ジ

ビエやその取扱店を多くの人に知ってもらえる

「おかやまジビエガイド」の作成やジビエメニュ

ー提供店と連携したジビエフェアの開催など、消

費者に魅力を伝える取組を実施しているところで

あります。 

 また、狩猟者の担い手不足への対策については、

県では、新規に狩猟免許を取得した人への費用助

成のほか、若者の狩猟免許取得に向けた農業大学

校生を対象とする研修や、免許取得後間もない狩

猟者を対象とした捕獲わなの製作や設置、捕獲獣

の処理、解体方法等を学ぶ実践的な研修などを実

施しているところであります。 

 さらに、今年度からは、新たに女性狩猟者なら

ではの課題整理を行う交流イベントの開催など、

幅広い狩猟の担い手確保、育成にも努めていると

ころであります。 

 本委員会としても、ジビエの利活用や狩猟者の

担い手確保、育成が進むよう、引き続き議論を行

ってまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

高校生議長（寺嶋海惺君）  再質問はあります

か。 

 再質問を認めます。 

 項目を指定した上で再質問してください。 

３１番（山本海人君）  答弁ありがとうござい

ました。 

 それでは、項目２のジビエの利活用及び狩猟者

への支援等について再質問します。 

 猟師としての収入は、鳥獣を駆除した頭数に応

じて報償金が支払われるため、捕獲数の増減等に

よって収益が安定せず、本業として別の仕事で生

計を立てていかなければいけない現状があります。 

 猟師の安定した収益を確保しなければ、猟師の

担い手不足は改善されないと考えますが、この点

に関してどのようにお考えですか。農林水産委員

長の見解をお願いします。 

高校生議長（寺嶋海惺君）  答弁を求めます。 

 清水農林水産委員会委員長。 

〔 農林水産委員会委員長 清水 薫君 

  登壇 〕 

農林水産委員会委員長（清水 薫君）  ありが

とうございます。林野高等学校の皆様の再質問に

お答えいたします。 

 猟師の皆さんが、所得が向上して安定しなけれ

ば、なりわいとして成り立っていかないというよ

うな趣旨だと思います。 

 おっしゃるとおりで、私も岡山県北に住む者と

して、猟師の方が、狩猟の数だけの収益しかない

ということで、だんだん猟をされる方が減ってい

るということは、皆さんの質問の中でも出てきた

と思います。 

 これから本当に県北、岡山県内、ここに動物や

鳥獣でありますから、美作に、皆さんのところに

おられても、我がほうの津山に来たり、縄張がな

いわけでありますから、しっかりと、限られた予
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算の中でありますけれど、そういうお声を生かせ

るように、また農業水産委員会で精査してまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

高校生議長（寺嶋海惺君）  再質問はあります

か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（寺嶋海惺君）  ないようですので、

以上で林野高等学校の議員による質問を終わりま

す。（拍手） 

 ここで議長を交代いたします。しばらくお待ち

ください。 

〔 高校生議長寺嶋海惺君退場、 

  高校生議長荒木愛斗君議長席に着く 〕 

高校生議長（荒木愛斗君）  会議を再開いたし

ます。 

 

 岡山理科大学附属高等学校、奥田千愛議員、木

村瑠々花議員、田中巧也議員、船岡俊玖議員、前

田蘭議員に発言を許します。 

〔 32番 奥田千愛君、33番 木村瑠々花君、 

  34番 田中巧也君、35番 船岡俊玖君、 

  36番 前田 蘭君 登壇 〕 

３５番（船岡俊玖君）  岡山理科大学附属高等

学校、船岡俊玖です。 

３６番（前田 蘭君）  前田蘭です。 

３４番（田中巧也君）  田中巧也です。 

３３番（木村瑠々花君）  木村瑠々花です。 

３２番（奥田千愛君）  奥田千愛です。よろし

くお願いします。 

 私たちからは、通学路の整備について質問させ

ていただきます。 

 私たちが通う岡山理科大学附属高校周辺は、保

育園から大学まで様々な学校があり、徒歩、自転

車、電車など、様々な通学方法で通学、通勤して

いる人がいる地域です。また、通学範囲も広域に

わたります。 

 毎日、通学している主要な道について、問題点

と改善点を考えてみました。 

 

３３番（木村瑠々花君）  １つ目は、岡山大学

付近の学校が密集している地域での通学路整備に

ついてです。 

 朝の通勤通学時、交通量が多い割に歩道が狭く、

また１車線しかないので車でかわすときに歩道ま

で進入していて、通行人の進路を塞いでいます。

それが渋滞を引き起こす原因にもなっています。 

 この問題を解決するために、道路脇の用水路に

蓋をして、２車線に拡張すべきだと考えます。 

 また、法界院駅には信号と踏切が連続しており、

人だまりができやすく、この交差点は小中学生や

高校生、大学生がよく通り、人通りが多い場所に

なっています。 

 しかし、信号が短く、歩道が狭いため、擦れ違

ったときにぶつかってしまうことも多い場所です。

特に、通学時間帯は大変混雑する場所で、危険を

感じたこともあります。自転車に乗っている人が

こけて、電車にひかれそうになった場面に遭遇し

たこともありました。 

 対策としては、踏切に設置されている場所に、

自転車専用の地下道をつくったり交通整理をする

人を配置したりするべきだと考えます。 

３４番（田中巧也君）  ２つ目は、原尾島周辺

の通学路についてです。 

 この地域は様々な学校の高校生が自転車通学で

利用する場所です。自転車での交通量が多い場所

ですが、側溝を塞いでいる蓋ががたがたしている

状況をよく見かけます。 
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 自転車の車輪が溝にはまりそうになったり、こ

けそうになったりする可能性があり、通学してい

て不安に思うことがよくあります。 

 側溝の場合、自転車だけでなく、歩行者もこけ

る可能性があるので、安心して通行できるよう整

備すべきだと考えます。 

 また、その周辺地域で自転車通行が可能な歩道

を通っていると、歩行者などをよける際に点字ブ

ロックの上を通ることがあります。雨が降ると、

ぬれた点字ブロックの上で転びそうになったこと

がありました。 

 対策として、点字ブロックを滑りにくい素材に

すべきだと考えます。 

３６番（前田 蘭君）  ２つの身近な通学路の

問題と改善点について、例に挙げましたが、自分

たちだけでなく、子供たち全員の命と心を守るた

めには、もう一歩踏み込んで、通学路の安全全般

について考えなければならないことに気づきまし

た。 

 見通しの悪い交差点では、左右を確認しても隠

れた車が突然現れ、冷や汗をかいたことが何度も

あります。また、歩道が狭く、歩行者と自転車が

擦れ違うのもぎりぎりという場所もあり、雨の日

には、水たまりで足元が滑りやすく、転びそうに

なった経験もあります。 

 夜間になると、街灯が少なく、暗く、周囲の家

もまばらで人けのない道を一人で歩く箇所が通学

途中にあり、大変心細く感じました。 

３５番（船岡俊玖君）  こうした危険な通学路

を改善するため、見通しの悪い交差点において歩

道を拡幅したりガードレールなどの安全施設の設

置や街灯を増設したりすることが必要ではないで

しょうか。 

 また、地域住民や学校との協力による見守り活

動や危険箇所の定期点検の強化も重要です。 

 子供たちが安全に学校に通うことができるよう、

どのように通学路の整備を進めるのか、土木委員

長にお伺いします。 

高校生議長（荒木愛斗君）  答弁を求めます。 

 小倉土木委員会委員長。 

〔 土木委員会委員長 小倉 博君 登壇 〕 

土木委員会委員長（小倉 博君）  お答えいた

します。 

 通学路の整備についてでありますが、県では、

小中学校の通学路の安全確保を最優先に、交通安

全対策を実施しており、各市町村が作成した通学

路等交通安全プログラムを踏まえ、教育委員会、

警察及び道路管理者等が合同で現地点検を行い、

歩道の拡幅やガードレールの設置などの対策を進

めております。 

 

 国や市町村が管理する道路においても、このプ

ログラムにより、それぞれの道路管理者が対策を

進めているところです。 

 高校生が通学で利用する道路は広範囲に及ぶた

め、このプログラムの対象としておりませんが、

通学中に危険と感じる箇所がありましたら、道路

管理者に御相談いただきたいと考えております。 

 また、道路照明は、夜間の交通安全や事故防止

を目的として、信号のある交差点や横断歩道等、

特に必要な箇所に設置するものであります。 

 そのほかに、地域住民が夜間安心して生活がで

きるよう、危険な箇所に防犯灯を設置する制度も

あるため、まずは地域の市町村に御相談願いたい

と存じます。 

 今後も、道路整備等の対策を積極的に進めると

ともに、学校関係者による安全教育や見守り活動、

警察による交通監視活動など、関係機関と連携し

て通学路の安全確保に取り組んでまいりたいと存

じます。 

 本委員会といたしましても、通学で利用する道

路の整備に当たり、学生の皆さんをはじめとする

様々な道路利用者の視点に立ち、議論を行ってま

いりたいと存じます。 

 以上でございます。 

高校生議長（荒木愛斗君）  再質問はあります
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か。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

高校生議長（荒木愛斗君）  ないようですので、

以上で岡山理科大学附属高等学校の議員による質

問を終わります。（拍手） 

 引き続き、次の質問を行います。 

 岡山芳泉高等学校、岸本瑞希議員、髙田咲和議

員、谷本美咲議員、比嘉愛莉議員に発言を許しま

す。 

〔 37番 岸本瑞希君、38番 髙田咲和君、 

  39番 谷本美咲君、40番 比嘉愛莉君 

  登壇 〕 

３７番（岸本瑞希君）  岡山県立岡山芳泉高等

学校の岸本瑞希です。 

３８番（髙田咲和君）  同じく髙田咲和です。 

３９番（谷本美咲君）  同じく谷本美咲です。 

４０番（比嘉愛莉君）  同じく比嘉愛莉です。

よろしくお願いします。 

３９番（谷本美咲君）  谷本美咲です。 

 まず、ＳＮＳやインターネットの利用について

質問します。 

 

 ＳＮＳやインターネットは、現代では使用しな

い日はないほど、私たちの生活の一部となってい

ます。生まれたときから、パソコンやインターネ

ットが当たり前に存在する環境で育った世代は、

デジタルネイティブと呼ばれており、一般的に

1990年代以降に生まれた人のことを指すとされ、

私たち高校生もまさにこのデジタルネイティブに

該当します。 

 ＳＮＳやインターネットは、簡単に遠くにいる

人とつながったり、瞬時に様々な情報を収集でき

るなどのメリットがある一方で、誹謗中傷のリス

クやネット上のいじめへの進展、誤情報の拡散、

個人情報の漏えい、ネット依存といったデメリッ

トも数多く存在します。 

３８番（髙田咲和君）  髙田咲和です。 

 岡山県では、平成23年に、青少年の健全な成長

を図ることを目的に、岡山県青少年によるインタ

ーネットの適切な利用の推進に関する条例を制定

し、青少年によるインターネットの適切な利用や

インターネットからもたらされる有害情報による

青少年の被害防止について、取組の基本方針を定

め、県、保護者、事業者等、県民の責務などを明

らかにし、県の施策や事業者等の取組など、必要

な事項について定めています。 

 また、県の責務として、「市町村等との協働の

もとに」、「青少年によるインターネットの適切

な利用及び有害情報による青少年の被害防止を図

るために必要な施策を策定し、及び実施する責務

を有する」と明記されています。 

 特に、インターネット上の誹謗中傷やネット上

のいじめは、被害者に大きな精神的な苦痛を与え

るだけでなく、加害者も、民事、刑事の両面から

責任が問われる可能性もあるので、幼い頃から学

校教育の中で十分な対策を講じていく必要がある

と考えます。 

４０番（比嘉愛莉君）  比嘉愛莉です。 

 そこで３点についてお伺いします。 

 第１に、インターネット上の誹謗中傷やネット

上のいじめ等を未然に防ぐため、学校現場では児

童生徒に対してどのような教育を行っていますか。 

 また、今後、どのように取組を強化していく予

定ですか。 

 第２に、児童生徒がＳＮＳを利用する場合、フ

ィルタリングの設定が推奨されていますが、県教

育委員会が公表した「令和６年度スマートフォン

等の利用に関する実態調査の結果について」によ

ると、令和６年度のフィルタリングの設定率は、

小学校51.0％、中学校51.7％、高校40.1％と、い

ずれも50％程度にとどまっています。 

 この現状についてどのように考えていますでし

ょうか。 

 第３に、ＳＮＳでのトラブルや誹謗中傷の被害

に悩む児童生徒がいた場合、県教育委員会や学校

としてどのようなサポート体制がありますか。 
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 また、児童生徒が安心して相談できる仕組みを

どのように整えていますか。 

 以上の３点について、併せて文教委員長にお伺

いします。 

３７番（岸本瑞希君）  次に、ＩＣＴを用いた

深い学びについて質問します。 

 学校の授業や家庭学習では、タブレットなどの

ＩＣＴを頻繁に使用しており、ＩＣＴは使い方次

第で私たちに大きなメリットをもたらしてくれま

す。 

 私たちが生きていくこれからの社会は、生成Ａ

Ｉをはじめとするデジタル技術がますます発展し、

これまで以上にＩＣＴをうまく使いこなすことが

求められるようになると予想されています。 

 岡山県では、ＩＣＴを用いた深い学びを通じて、

高校生のどのような力を伸ばしたいと考えていま

すか。 

 また、県立高校におけるＩＣＴを効果的に活用

した先進的な取組事例について御紹介をお願いし

ます。 

 あわせて、文教委員長にお伺いします。 

高校生議長（荒木愛斗君）  答弁を求めます。 

 乙倉文教委員会委員長。 

〔 文教委員会委員長 乙倉賢一君 登壇 〕 

文教委員会委員長（乙倉賢一君）  ＳＮＳやイ

ンターネットの利用についてお答えいたします。 

 インターネット上の誹謗中傷やいじめ等の未然

防止についてでありますが、学校現場では、発達

段階に応じて情報や道徳の授業等でインターネッ

ト上のルールやマナーを守ることの意味、情報発

信による他人や社会への影響について考える学習

に取り組んでおり、また県警察による非行防止教

室などの外部人材の活用や生徒会を中心に生徒自

らがよりよい使い方について考える取組などにも

力を入れていると聞いております。 

 次に、フィルタリングの設定についてでありま

すが、スマートフォンの所持が低年齢化している

中、小中学校では設定率は増加傾向にあるものの、

インターネット上の有害な情報から児童生徒を守

るという点では十分とは言えず、課題と認識して

おります。 

 引き続き、啓発チラシ等を活用しながら、児童

生徒や保護者に対して、スマートフォン購入時の

フィルタリングの設定や家庭でのルールづくりを

啓発していく必要があると考えております。 

 最後に、県教委や学校のサポート体制について

でありますが、悩みを抱える児童生徒に対しては、

まずは学校がスクールカウンセラー等の専門家も

活用しながら組織的に対応するとともに、必要に

応じて警察等の関係機関と連携した支援を行って

おります。 

 また、様々な相談窓口の設置や匿名で相談でき

るアプリの活用など、児童生徒が悩みを一人で抱

え込まず、安心して相談できる体制を整えており

ます。 

 今後も、児童生徒が情報社会における正しい判

断力や望ましい態度を身につけられるよう、県教

委のさらなる取組を促してまいります。 

 次に、ＩＣＴを用いた深い学びについてお答え

いたします。 

 御質問のとおり、今後、生成ＡＩをはじめとす

るデジタル技術等の発展により、私たちの生き方

や働き方は大きく変化することが予想されており

ます。 

 また、これからの時代は将来の変化を予想する

ことが困難な時代とも言われております。 

 こうした時代を生き抜く皆様には、各教科で学

んだことをしっかりと身につけるとともに、生成

ＡＩやデータサイエンスなども含め、デジタル技

術を効果的に活用しながら、自ら見つけた課題に

主体的に関わり、他者と協働して課題解決に粘り

強く取り組むことで、新たな価値を生み出してい

く力を身につけてほしいと考えております。 

 ＩＣＴの効果的な活用については、いずれの学

校においても、１人１台端末を活用した学びが充

実しているところであります。 

 今年度は、ＡＩを活用した英語教材を用いた研

究授業を実施している学校もあると聞いておりま

す。 

 また、先進的な取組としては、倉敷青陵高校に

おいて、地震に強い住居をテーマとし、コンピュ

ーターでの設計と３Ｄプリンターでの模型制作を

繰り返しながら、柱のつけ方や壁の有無など、耐

震構造について研究を深めた高校生がいると聞い
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ております。 

 また、東岡山工業高校では、大学と連携した水

産養殖と水耕栽培を組み合わせたアクアポニック

スの取組の中で、完全循環型環境構築を目指し、

ＩｏＴやＡＩを活用した制御システムなどの研究

を進めております。 

 皆さんには、ＩＣＴを効果的に活用しながら、

限られた高校生の時間を大切に過ごし、多くのこ

とを学び、考え、自らの夢に向かって果敢にチャ

レンジできる人になってもらいたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

高校生議長（荒木愛斗君）  発言時間を超過し

ていますので、再質問はできません。 

 以上で岡山芳泉高等学校による質問を終わりま

す。（拍手） 

 以上をもちまして岡山県高校生議会を閉会いた

します。 

〔 高校生議長荒木愛斗君退場 〕 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

議長（遠藤康洋君）  高校生議員の皆様、大変

お疲れでございました。 

 最後に、小林義明岡山県議会副議長から閉会の

御挨拶を申し上げます。小林副議長、お願いしま

す。 

〔 副議長 小林義明君 登壇 〕 

副議長（小林義明君）  岡山県議会副議長の小

林義明でございます。 

 

 本日、18校、70名の高校生議員が御出席の下、

令和７年度岡山県高校生議会が開催されました。 

 高校生議員の皆様には、長時間にわたり終始御

熱心に御議論いただき、誠にありがとうございま

した。 

 広く県政各般にわたり、どこに住んでいても幸

せが実感できる岡山県を目指す上で避けて通るこ

とのできない諸課題について、特大のパネルを御

準備されるなど、提案を交えながら鋭く御質問い

ただきました。 

 県議会といたしましては、本日、皆様からいた

だきました貴重な御意見を真摯に受け止め、議会

活動に生かしてまいりたいと思います。 

 高校生議員の皆様には、明日から学校に戻られ

ますが、それぞれの目標に向かって、自らの可能

性を信じ、その実現のために力強く歩みを進めて

ください。心から応援しています。 

 皆様のこれからの御活躍を祈念申し上げ、閉会

の御挨拶といたします。本日はありがとうござい

ました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

議長（遠藤康洋君）  皆様、御起立願います。 

 以上をもちまして令和７年度岡山県高校生議会

を終了させていただきます。礼。ありがとうござ

いました。 

午後３時28分閉会 
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土木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環文 

保福 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立鴨方高等学校 

 
１ 用水路の安全対策について 

県にはたくさんの用水路があり、転落事故がたびたび起きているが、用水路に安

全柵が付いている所は少ないと聞いており、柵以外の安全対策も進んでいないよう

に感じる。 

他県ではフェンス等の設置や溝への蓋がけへの一部補助や、危険箇所の点検と広

報啓発活動を強化するなどの安全対策を実施している。 

県として、用水路転落事故の実態をどのように把握しているのか。また、危険な

場所の安全柵設置や補助制度の創設をしてほしいと思うが、今後どのように進めて

いくのか、併せて土木委員長に伺いたい。 

 
 

県立倉敷南高等学校 

 
１ 南海トラフ地震に対する防災・減災対策について 

県は、県民に対して防災ポータルなどで地震や津波の情報を提供しているが、全

ての県民がいつでもどこでもアクセスできるものではなく、在留外国人には地震対

策などの情報は届いていない。災害に対する防災・減災対策を周知するために具体

的にどのような施策を進めているのか。また、学校の体育館など冷房設備が設置さ

れていない避難所の熱中症対策や備蓄している食料や生活用品等の状況はどうか。

加えて、地域ごとのハザードマップを県で統一する計画や、被災した外国人への対

応の計画はどうか、併せて総務委員長に伺いたい。 
 
 

県立和気閑谷高等学校 

 
１ 介護人材の確保について 

本県の介護職員は令和22年には約4,400人不足することが見込まれるが、現在、

介護福祉士として登録している人のうち、実際に介護職員として働いている人は全

国で５割程度にとどまっている。就労状況調査によると、若者の中では介護職につ

いて、やりがいのある仕事など肯定的なイメージがある一方、将来に不安があると

いったマイナスイメージがある。介護の仕事の魅力を広く発信することや潜在的な

介護人材の掘り起こしなど、介護人材の確保にどう取り組むのか、環境文化保健子

ども福祉委員長に伺いたい。 

 

質問要約 
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環文 

保福 

 

 

 

 

 

 

環文 

保福 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産労 

警察 

 

 

 

 

 

 

産労 

警察 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 介護資源の地域格差の現状等について 

介護職員の不足については、県内の高齢化が進む地域でより深刻な問題になる可

能性があり、高齢化が進んでいる地域の上位には、和気町をはじめ高梁市、久米南

町、新庄村等が挙げられるが、それらの地域は１か所に集中せず散らばっているた

め、全ての高齢者に福祉が行き届いていないことが考えられる。介護資源の地域格

差に対する県の現状と今後の取組について、環境文化保健子ども福祉委員長に伺い

たい。 

 

３ 介護者の孤立防止対策等について 

老老介護によって起こり得る問題は大きく３つあり、家族の共倒れ、介護にかか

る時間の増加、介護者の社会的接点の減少と閉じこもりだ。介護者の体力や精神的

な負担が増すと、うつ病や認知症を誘発し、介護放棄や虐待などのおそれもある。

このような状況下にある人々を適切な支援につなげていくことが大切だが、介護者

の孤立防止対策や負担軽減にどう取り組むのか、環境文化保健子ども福祉委員長に

伺いたい。 

 
 
 

県立倉敷青陵高等学校 

 
１ 自転車の交通安全について 

自転車関連事故の抑止を図るためには、自転車利用者が交通ルールを遵守すべき

だが、交通安全意識の醸成のため、今後どのような取組をするのか。また、高校生

の交通違反や交通事故を防止するための取締り以外の対策はいかがか。さらに、岡

山市では自転車通行空間の整備が進んでいるが、今後、県全体で普及する予定はあ

るか、併せて産業労働警察委員長に伺いたい。 
 
 
２ 観光地における交通規制等について 

美観地区には車両規制があるため基本的に車両は通行しないが、地区内の住民や

店舗関係者はその限りでなく、多くの歩行者を避けながら運転しており危険であ

る。今後、美観地区のような観光客数が増加する場所において、自動車に限らず、

新たな交通規制の制定を検討してはいかがか、産業労働警察委員長に伺いたい。 
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農林 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文教 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

創志学園高等学校 

 
１ 岡山発オリジナル品種の開発等米の気候変動対策について 

一昨年の猛暑は稲作に深刻な影響を及ぼし、米の品質低下と収穫量の減少から供

給不足となり、需給バランスを崩した。こうした中、水田農業の持続的な発展に

は、高温に強く、おいしさとブランド力を兼ね備えた県オリジナル品種の開発と併

せて、生産から販売までを見据えた総合的な支援体制を構築し、農家が安心して農

業を続けられる環境を整備すべきだ。この「岡山発オリジナル品種の開発」を含め

た米の気候変動対策について、どう取り組むのか、農林水産委員長に伺いたい。 

 
 

２ 水田農業の担い手確保策について 

米づくり農家は後継者が見つからず、農業機械は高額で、スマート農業は大規模

農家には有効でも零細な農家にとっては導入コストが高く現実的ではない。農業で

生活するには、10ヘクタールの水田を持つ必要があり、地域では水田を借りる農家

が増えている。地域ぐるみで水田農業を継続できるよう、集落営農の育成支援や法

人化の推進、若手就農者への初期投資助成の拡充など、水田農業の担い手確保策を

どう強化するのか、農林水産委員長に伺いたい。 

 
 
 

専修学校自由高等学院 

 
１ 不登校対策のメタバース活用について 

不登校児童生徒数が令和３年から５年の間で1,261人増加している。県の対策と

して、「まんまリンク」というメタバースを活用した先進的な取組があるが、利用

者は37人と極めて少ない。不登校で悩む児童生徒や保護者に、「まんまリンク」を

含めた多様な支援に関する情報が自動的かつ確実に届く仕組みづくりが重要であ

り、情報発信の強化に努めてほしいがどうか。また、「まんまリンク」の利用率を

向上させるため、不登校児童生徒の参加を継続させるためのコンテンツの魅力向上

や他自治体との連携強化による広域的な交流機会の創出など、新たな取組が必要だ

がどうか、併せて文教委員長に伺いたい。 
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県立玉野高等学校 

 
１ 過疎地域の対策について 

本県では、結婚や出産等の支援を強化することで人口増加を目指しているが、こ

の取組だけでは、都市部と過疎地域の人口格差の解消につながらない。また、昨年

の県内の20歳から24歳までの転入者数及び転出者数がともに世代別で最多であった

ことから、若者世代に焦点を当てた、人口の社会増につながる施策が必要だ。県外

から過疎地域へ進学する者への学費補助や過疎地域へ就職する者への生活費や家賃

の補助、また、転出者を減らすため、家賃や生活費の補助が有効であり、県、市町

村及び大学などが分担して行ってはどうか。この提案を踏まえ、過疎地域に対する

対策案、過疎になりそうな地域の対策案について、総務委員長に伺いたい。 

 

 

２ 外国人との共生について 

現在、在留外国人数が大きく増加する中、本県でも、日本語教室への支援など

様々な取組が行われているが、日本語教室の質と数のばらつきや地域での生活に困

難を感じていることなどが課題として挙げられる。課題解決のために、学校行事等

を通じた外国人との交流行事などを開催すべきだ。これにより、外国人は実用的な

日本語を学びつつ、地域や日本文化をより理解することができる。県として、外国

人との共生のための総合的な支援戦略を作る考えはあるか、また具体的にどのよう

な課題解決に取り組むのか、併せて総務委員長に伺いたい。 

 
 

県立津山東高等学校 

 
１ 野焼きによる大気汚染と岡山県の課題について 

県では、ＰＭ2.5の環境基準達成率の改善のため、稲わらを焼かずにすき込むな

どの有効利用を推進する「晴れの国ブルースカイ事業」で周知等を図っている。引

き続き実効性のある取組が必要と考えるが、今後、どのように取り組むのか。ま

た、こうした取組はＳＤＧｓにもつながっており、地域ぐるみで環境への意識を高

めるきっかけにもなっていると考えるが、地域住民や子供たちが環境問題について

学び、行動できるような啓発活動等をより一層充実させてはいかがか、環境文化保

健子ども福祉委員長に伺いたい。 
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県立倉敷古城池高等学校 

 
１ 県内での雇用の創出を促す取組について 

県では、人口が岡山市などの都市部に集中し、県北部では人口減少が深刻化して

いる。地域の活力を維持回復していくためには、若者に選ばれるよう県内の雇用を

より良質で魅力ある環境にしていくことが必要で、地元企業との協力や情報発信の

仕組みが必須だ。県では、県外の大学と、県内への就職促進の協力を行う就職支援

協定を締結しているが、この協定は、都市部だけでなく、人口減少地域への人材還

流につながっているのか。また、人口減少地域での良質な雇用の創出に関する政策

や取組は検討されているのか、併せて産業労働警察委員長に伺いたい。 
 
 
 

県立岡山東商業高等学校 

 
１ 岡山県産桃のＰＲ・販路拡大について 

岡山県はくだもの王国といいながら、桃やブドウの収穫量は山梨県を筆頭に大き

く水をあけられている。授業で規格外の桃を使ったスイーツを考える企画に取り組

んだことで、県産品である桃の良さを再発見し、このおいしさを全国や世界にもっ

と広めたいと考えるようになった。ＰＲだけならＳＮＳ等で高校生でもできるが、

持続可能な取組とするためにも公的機関による仕組みづくりが大切だ。「富士山と

いえば日本」のように「桃といえば岡山」と全国や世界に言わせるため、県として

どのようにＰＲ・販路拡大するのか、農林水産委員長に伺いたい。 

 
 
 

県立高梁高等学校 

 
１ 道路整備について 

（１）道路整備について 

私たちが生活する地域では、落石や倒木が道路を塞いでいたり、電線に木の枝

が掛かっていたり、植物が過剰に生い茂っているが、整備が追いつかず、危険な

箇所が放置されている現状は看過できない。山間部の道路現状をどの程度把握

し、安全を確保するためにどのような対策を進めているのか、土木委員長に伺い

たい。 
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（２）落石防止対策について 

「落石注意」と書かれた看板を多く見かけるが、看板だけで、落石を防ぐため

のネットや柵が設置されていない箇所が多いのが現状だ。危険箇所に対して落石

対策工事などの具体的な整備計画を策定しているのか、策定の予定がない場合、

今後どのように対応していくのか、土木委員長に伺いたい。 

 

 

（３）地域間の対応差について 

地方の道路に対してもより迅速に対応できる体制や、市町村ごとの危険箇所を

優先的に整備できる仕組みづくり、県民からの通報をスムーズに反映できる制度

の導入なども検討してほしいが、現状把握と今後の取組や計画的な点検・補修の

頻度、優先順位の付け方について、併せて土木委員長に伺いたい。 

 

 
 

中国デザイン専門学校 

 

１ デジタルやネット文化と体を動かす活動をつなげる施策等について 

（１）現在の実施・検討状況 

私たち高校生や若い世代は、生活も遊びもスマホやネットで行うのが当たり前

だ。一方で、体を動かす機会が少なく「健康な体力」を身に着ける意識が薄れて

いる。スマホとウォーキングを組み合わせた仕組みなど、若者が興味を持つ取組

が必要だが、デジタルやネット文化と体を動かす活動をつなげて健康的な生活習

慣を定着させる施策について、現在の実施・検討状況を環境文化保健子ども福祉

委員長に伺いたい。 

 

 

（２）児童生徒が主体的に参加できる新しい体力づくりについて 

高校生や若い世代の体力が年々落ちているのは、生活スタイルや社会の変化が

大きく関わっており、私たちが行ったアンケートでも、体を動かす時間がとれな

いという声が多くあった。スマホやネットが当たり前に手元にある現代では、学

校で、デジタル技術を活用しながら児童生徒が主体的に体力づくりに取り組んだ

り、自然と体を動かすことの楽しさを実感できる事業の展開が重要だがどうか、

文教委員長に伺いたい。 
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県立井原高等学校 

 
１ 選挙の投票率の向上について 

若者の投票率は依然として低い状況にある。せっかくの権利を生かせておらず、

政治への関心低下の点でも問題だ。投票率の低下には、様々な要因があるが、投票

によるメリットが不足していることも一因だ。投票済証明書等をクーポン代わりに

登録店舗で特典等が受けられる「センキョ割」を積極的に宣伝してはどうか。ま

た、これを発展させ、県や市町村の公共施設の使用料を割引してはどうか。さら

に、投票することで良いことがあると感じられる仕組みづくりが大切だが、投票率

の向上に向け、今後どのような取組を行うのか、併せて総務委員長に伺いたい。 
 
 
 

岡山市立岡山後楽館高等学校 

 
１ 災害時における障害のある方への避難支援について 

障害のある方の避難に対する地域住民の協力を増やすには、日頃の交流と情報の共有

が欠かせないが、県は、支援が必要な方の人数や必要な支援をどのように把握している

のか。その情報を地域の住民が知る方法があるのか。また、障害の有無にかかわらず、

支援が必要な方と一緒に地域住民全員が参加し、避難する方法を考える避難訓練を実施

してはどうか、併せて総務委員長に伺いたい。 
 

 

２ 災害時サポートブックの活用促進に向けた取組について 

「災害時サポートブック 私の避難プラン」では、障害のある方やその家族が、身近

な人の支援のもと、一人ひとりに応じた避難行動計画を作成するようになっている。市

町村や障害者施設などにおける活用状況、活用についての課題、活用促進に向けた取組

について伺いたい。また、高校生や一般の人もサポートブックの存在を知っておくこと

で、災害時に支援できることが増えるが、一般市民への広報などの取組はあるか。さら

に、避難行動要支援者を支える一員として高校生は何から始めればよいか、併せて環境

文化保健子ども福祉委員長に伺いたい。 
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金光学園高等学校 

 
１ 「岡山ルール」の根絶と交通事故防止の取組について 

インターネットなどで「岡山ルール」と呼ばれる危険な運転マナーの根絶のた

め、警察官によるパトロールや街頭での取締りなど、どのような活動に取り組んで

いるか。また、県内の交通事故件数は2019年からほぼ横ばいであるが、運転者に交

通ルールの遵守を働き掛けるなど、交通事故防止のためできることがまだまだある

が、いかがか、併せて産業労働警察委員長に伺いたい。 
 
 
２ ラウンドアバウトの通行ルールの周知徹底について 

寄島町には中四国地方初のラウンドアバウトがあるが、通行ルールが浸透してお

らず、危険な瞬間を何度も見た。通行ルールの認知度向上や指導について、どのよ

うな取組をしているか、産業労働警察委員長に伺いたい。 
 
 
３ ＳＮＳを使った闇バイト、特殊詐欺の対策について 

最近、ＳＮＳを使った闇バイトの勧誘、特殊詐欺などが全国ニュースでよく取り

上げられているほか、警察官をかたる電話による特殊詐欺事件も頻繁に起こってい

るが、このような事件を未然に防ぐためにどのような対策を行っているか、産業労

働警察委員長に伺いたい。 
 
 

県立林野高等学校 

 
１ 害獣被害対策について 

野生鳥獣による農林水産被害金額は、県全体で３億円程度と依然として高い水準

にあり、農家はせっかく育てた作物が食い荒らされたり、畑を荒らされたりする被

害に頭を抱えている。害獣被害対策として、電気柵やわななどの設置によるハード

面での対策が効果的とされているが、実際には柵を跳び越えたり、穴を掘って突破

するなど、被害が減らない現状にある。美作市など中山間地域では、農業従事者の

高齢化が進み、農業の担い手が減少しており、効果的な駆除活動の継続が困難にな

ることが予想される。中山間地域での野生動物による農作物被害に対して、今後ど

のような具体的な対策を進めていくのか、農林水産委員長に伺いたい。 
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２ ジビエの利活用及び狩猟者への支援等について 

美作市では、獣肉処理施設「地
じ

美恵
び え

の郷
さと

みまさか」において、獣肉を加工処理し

ている。被害をもたらすイノシシやシカを有害鳥獣駆除により捕獲し、その食肉を

資源として活用することが地域のさらなる発展につながると考えるが、猟師の高齢

化や危険度の高さなどから担い手不足が深刻な問題となっている。こうした現状を

受け、ジビエの利活用を進めるためにどのような支援を行っているのか。また、狩

猟者の担い手不足に対して具体的にどのような対策を進めていくのか、併せて農林

水産委員長に伺いたい。 
 
 

岡山理科大学附属高等学校 

 
１ 通学路の整備について 

見通しの悪い交差点で車が突然現れ、冷や汗をかいたことが何度もある。歩道が

狭く、歩行者と自転車がすれ違うのもぎりぎりという場所もある。夜間になると街

灯が少なく暗く、人けのない道を一人で歩く箇所がある。こうした危険な通学路を

改善するため、見通しの悪い交差点において歩道を拡幅したり、ガードレールなど

安全施設の設置や、街灯の増設が必要ではないか。地域住民や学校との協力による

見守り活動や危険箇所の定期点検の強化も重要だ。子どもが安全に学校へ通えるよ

う、どのように通学路の整備を進めるのか、土木委員長に伺いたい。 

 
 

県立岡山芳泉高等学校 

 
１ ＳＮＳやインターネットの利用について 

ＳＮＳやインターネットは様々なメリットがある一方、デメリットも数多くあ

り、幼い頃から学校教育の中で十分な対策を講じる必要がある。インターネット上

の誹謗中傷やいじめ等を未然に防ぐため、学校現場ではどのような教育を行ってお

り、今後、どう取組を強化するのか。また、令和６年度のフィルタリングの設定率

は、小学校51.0％、中学校51.7％、高校40.1％だが、この現状をどう考えるか。さ

らに、ＳＮＳでのトラブルや誹謗中傷の被害に悩む児童生徒がいた場合、県教委や

学校にはどのようなサポート体制があり、児童生徒が安心して相談できる仕組みを

どう整えているか、併せて文教委員長に伺いたい。 
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２ ＩＣＴを用いた深い学びについて 

授業や家庭学習では、タブレットなどのＩＣＴを頻繁に使用しており、使い方次

第で大きなメリットをもたらす。これからの社会は、生成ＡＩをはじめとするデジ

タル技術がますます発展し、これまで以上にＩＣＴをうまく使いこなすことが求め

られるが、県は、ＩＣＴを用いた深い学びを通じて高校生のどのような力を伸ばし

たいのか。また、県立高校におけるＩＣＴを効果的に活用した先進的な取組事例を

紹介してほしいが、併せて文教委員長に伺いたい。 
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